
新年度事業ヒアリングシート 

（平成２９年度予算版） 
 

市では毎年、新年度予算編成にあたり、事業ヒアリングを実施しています。これは各所管の目標、課題を

明らかにするためのものです。「瑞穂市まちづくり基本条例」に基づき、情報の共有を図り、予算編成過

程を明らかにするため、事業ヒアリングシートを公開します。 
 

＜注意事項＞ 

※公開するシートは、新規事業や規模が拡大する事業など、市民の皆さまの関心が高いものを抽出してあります。 

※予算査定前につき、各シートの事業が、必ずしも新年度予算に反映されるものではないことにご留意ください。 

 

＜評価の区分について＞ 

平成２８年度に実施した事業については、以下の基準に基づき評価を行っています。 

 

 

瑞 穂 市 
企画部企画財政課 

平成２８年１２月 

①計画性について ②公益性について ③事粟時期(緊急性)について ④合理性(効串性)にっいて ⑤将来性について

A 計画どおり進めることができた。 公益となった。 迅速に行うことができた。 大変合理的であった。 将来を見据えて行うことができた。

B ほぼ計画どおり進めることができた。 ほぼ公益となった。 ほぼ予定どおり行うことができた。 ほぼ合理的であった, ほほ将来を見据えて行うことができた。

C どちらかというと計画どおり進めることができた。 どちらかというと公益となった。 遅れたが行うことができた。 どちらかというと合理的であった。 どちらかというと将来を見据えて行うことができた。

D 計画どおり進められなかった。 公益とはならなかった。 予定どおり行えなかった。 合理的でなかった。 将来を見据えて行うことができなかった。



ページ 事　　業　　名
事業費

（百万円）
部名 課名

P.1 平和推進事業 2.2 秘書広報課

P.2 男女共同参画推進事業 0.7

P.3 ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業 21.0

P.4 民間施設（ボウリング場）を活用した地域活性化拠点創出事業 10.0

P.5 地域ブランド戦略推進事業 1.0

P.6 総合戦略・総合計画の進行管理について 2.0

P.7 広域公共交通グランドデザイン策定によるまちの賑わいの創出事業 37.6

P.8 公共交通広域化による穂積駅圏域拠点化構想推進事業 13.3

P.9 校区自治会連合会組織の設立等支援について 37.0

P.10 岐阜県消防操法大会準備・運営事業 35.0

P.11 新庁舎建設（基金積立） 200.0

P.12 公共施設等総合管理計画策定事業 1.0

P.13 個人番号カードを利用した住民票の写し等のコンビニ交付サービス導入事業 9.0

P.14 個人番号カードの交付サービス推進事業 11.1

P.15 国民健康保険税の動向について 6000.0

P.16 福祉医療について 680.0

P.17 障害者計画及び障害福祉計画策定事業 1.9

P.18 生活困窮者自立支援事業 16.5

P.19 健（検）診事業 58.1

P.20 個別予防接種事業 162.2

P.21 妊婦歯科健康診査事業 2.1

P.22 高齢者タクシー利用助成 2.2

P.23 人権施策推進指針の策定、人権講演会の開催 2.3

P.24 老人福祉計画策定事業 2.4

P.25 社会資本整備総合交付金事業（（仮称）柳一色歩道橋） 30.0

P.26 社会資本整備総合交付金事業（（仮称）野田橋歩道橋） 152.0

P.27 社会資本整備総合交付金事業（西部環状道路） 40.0

P.28 美江寺宿・中山道の地域資源の活用・ＰＲ事業 3.0 商工農政課

P.29 管路拡張・改良工事 167.0

P.30 幹線管路の更新工事 110.0

P.31 瑞穂市公共下水道（瑞穂処理区）事業 167.4 下水道課

目 　　次

都市開発課

環境水道部

都市整備部

上水道課

企画部

総務課

健康推進課

企画財政課

市民課

福祉生活課

総務部

管財情報課

市民部

医療保険課

福祉部

地域福祉高齢課



ページ 事　　業　　名
事業費

（百万円）
部名 課名

目 　　次

P.32 本田小学校大規模改修事業　※平成28年度からの繰り越し事業 366.1

P.33 南小学校大規模改修事業　※平成28年度からの繰り越し事業 278.5

P.34 ＩＣＴ教育推進事業 103.0 学校教育課

P.35 瑞穂総合クラブ事業の委託 5.4

P.36 生涯学習施設の計画的な改修 198.0

※瑞穂市は、平成３０年５月に合併１５周年を迎えます。
　これを記念して、平成２９年度においては、「合併１５周年記念」の名を冠した各種のプレ事業を、
　平成３０年度においては、５月に合併１５周年記念事業を計画します。

教育総務課

教育委員会

生涯学習課



市民の一人でもある未来を担う中学
生を派遣することにより、市民を中心
に一人でも多くの人に核兵器の恐ろ
しさ、戦争の悲惨さを後世に語り伝え
ていくことができる。しかし、派遣でき
る人数が限られており、効果は限定
的である可能性を懸念する。

ピースメッセンジャー派遣事業について
は、中学生を対象としていることから、
授業、部活動等に影響の少ない夏休
み期間において実施する。また非核・
平和イベントでは、戦後70年が過ぎ、
戦争体験者が減っていく中で、戦争の
記憶を風化させない為に、多くの人に
語り継いでいかなければならない。

非核・平和都市宣言をしている瑞穂
市の理念に合致する事業であるが、
平和学習(教育)であるため費用対効
果を測定するのは難しい。

終戦から70年が過ぎ、原爆や戦争の
記憶が風化する中、非核・平和都市
宣言の趣旨に沿った事業を進め、広
く市民にＰＲする必要がある。

希望者の中から選抜された一部の中
学生を派遣する事業であるが、市民
に対する報告会や各中学校での報告
会において、生徒自身の言葉で戦争
や核兵器に対する考えや思いを多く
の市民に伝えることができた。

予定通り実施することができた。 中学生が戦争・核兵器について自ら
考察し、その思いを被爆地にメッセー
ジとして伝えることができたことは、非
核・平和都市宣言をしている瑞穂市
の理念に十分合致した。

ピースメッセンジャー派遣をはじめ、
平和推進事業全体の進め方を、今後
も研究する必要がある。

第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業

非核・平和都市宣言、非核・平和推進事業、ピースメッセンジャー
事業

所　　属

秘書広報課
施　策　名

主な事業名

非核・平和都市宣言
千円

Ｈ２９年度事業予算事業全体予算

千円 2,160

実　施　期　間

平成

事業ヒアリングシート

～年度24

評価対象事業名 区　　　　分

年度平成 2,160

平和推進事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
次代を担う若い世代に核兵器の恐ろしさや戦争の悲惨さを伝え、平和の尊さについて主体的に学
ぶ、考えさせる目的で世界で初めて原爆が落とされた広島と長崎にピースメッセンジャーを毎年交互
に派遣するもの。非核・平和イベント平成28年度は「みずほ平和の祈り2016」）では、ピースメッセン
ジャー派遣事業の見聞を広く市民に伝えることを目的とし、併せて恒久平和を訴える朗読劇および
講演（講話）を実施。

平和推進事業の２本柱として行っていたピースメッセンジャー派遣と非核・平和イベント（平成２８年
度はみずほ平和の祈り２０１６）のうちピースメッセンジャー派遣について、今年度で５年の節目を迎
えること、並びに事業の対象が少人数と限定的であることから、平成29年度以降は行わない。みず
ほ平和の祈り２０１７は、瑞穂大学の授業とタイアップして開催し、戦争や平和に精通したゲストによ
る講演を予定している。
みずほ平和の祈り2017委託料 2,160千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

ピースメッセンジャー派遣事業
①戦争・核兵器についての事前学習
②平和メッセージ(千羽鶴)の作成
③派遣先への平和メッセージの手交
④派遣先での戦争関連施設等の見学
⑤報告会の開催
非核・平和イベント
平成22年の「非核・平和都市宣言」の
主旨に基づき平和推進事業を行う。

評
価

A B A B A
目的や内容等、計画通りに実施する
ことができた。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 ピースメッセンジャー派遣をはじめ、非核・平和推進事業全体の進め
方を、研究する必要があるため、総合教育会議等で教育委員会と協
議をしている。

27
実
績

ピースメッセンジャー派遣事業
非核・平和コンサート

決
算

2,355
千
円

2,355

目標の設定

28
計
画

ピースメッセンジャー派遣事業
みずほ平和の祈り2016

決
算
見
込

2,381
千
円

680 1,701
より多くの市民に、瑞穂市の「非核・平和都市宣言」を浸透させ、みず
ほ平和の祈り2017の来場者増をめざし、公益性の向上を図りたい。

2,16029
計
画

みずほ平和の祈り2017
概
算

2,160
千
円 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

平成24年度監査で、ピースメッセンジャー派遣中の市長の別行動に
ついての指摘があった。別行動をとらないよう進言する。

30
計
画

みずほ平和の祈り2018
概
算

2,160
千
円

2,160
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事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

730 千円企画財政課
施　策　名 男女共同参画の推進

平成 27 年度 730 千円

主な事業 男女共同参画基本計画推進事業

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 31 年度

男女共同参画推進事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
＜男女共同参画推進審議会の事業＞
　審議会は、市長の諮問に応じて瑞穂市の男女共同参画の推進に関する重要事項を調査及び審議する。
＜Ｈ２８年度取り組み＞
　広報誌にコラム掲載、講演会（「菊池桃子」生涯学習課と共同開催）、ワールドカフェ「話して深めよう！働
くこと～学生×社会人のワールドカフェ～」を朝日大学と共催・協定書の締結、啓発物品の配布を実施。
＜H２９年度取り組み事業＞
　広報誌へのコラム掲載、ワールドカフェの実施及びワールドカフェ事業への市内協力企業の募集、瑞穂
大学講演会、啓発物品の配布を実施。

平成29年度は、瑞穂大学講演会の実施及び朝日大学との連携協定に基づくワールドカフェに関して
市内協力企業の募集や広報誌でのPRを行う。
審議会委員報酬　270千円
報償費　30千円
需用費　啓発物品ほか　330千円
会議案内・資料等送付　　50千円
委託費　50千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

①瑞穂市男女共同参画基本計画Ｈ２
２～Ｈ３１
②瑞穂市男女共同参画推進審議会
③市諮問→推進委員会答申
④審議会で決定
⑤ホームページで公開

まちづくり基本条例の基本理念にも
あるとおり、男女共同参画社会実現
は、基本的人権の尊重であり、その
公益性は大である。

基本計画の実績推移を随時確認して
もらう必要がある。

基本計画に基づく事業の推進として
合理性がある。

男女共同参画社会の実現は、市民
が主役の瑞穂のまちづくりにはかか
せない。

評
価

A A A A A
事業は計画どおり実施された。 男女共同参画への意識と基盤づくり

は整備されつつある。
啓蒙活動をはじめ、さまざまな事業を
推進できた。

市民意識調査で改善が求められる事
項について啓蒙活動やＰＲ活動を進
められた。

市民が主役となるまちづくりに向け、
行政への参加機会を設けるなど、今
後も引き続き取り組むべき事業。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 基本計画のなかで毎年啓発先をしぼるなどして施策をすすめてい
る。Ｈ２９年度は審議委員の改選期にあたる。

27
実
績

審議会２回（市の取り組みについて）、コラム掲載、講
演会、出前講座、職員研修、ワールドカフェ（県事業と
共催）、啓発物品の配布、後期基本計画概要版製作

決
算

332
千
円

332

目標の設定

28
計
画

審議会３回予定
コラム掲載、講演会、ワールドカフェ（朝日大学と共
催）、啓発物品の配布

決
算
見
込

1,700
千
円

1,700
Ｈ２６　後期基本計画策定に向けた目標指標や計画の見直し
Ｈ２７　特定事業主行動計画（女性活躍推進法関係）の策定
Ｈ２８　市独自の施策等について、審議会と協議
Ｈ２９　「男女共同参画都市宣言」について審議会と協議

29
計
画

審議会３回予定
コラム掲載、講演会、ワールドカフェ（朝日大学と共
催）、啓発物品の配布

概
算

730
千
円

730 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

審議会３回予定
コラム掲載、講演会、ワールドカフェ（朝日大学と共
催）、啓発物品の配布

概
算

700
千
円

700

-2-



第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業

駅前商店街活性化事業【創】

所　　属

企画財政課
施　策　名

主な事業名

駅周辺の活性化
千円

Ｈ２９年度事業予算事業全体予算

千円 21,000

実　施　期　間

平成

事業ヒアリングシート

～年度28

評価対象事業名 区　　　　分

年度31平成 97,000

ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
平成２８年度に地方創生加速化交付金で実施している「ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業」につ
いて、策定された構想に基づき、ＪＲ穂積駅（以下「穂積駅」という。）の拠点化を進める。
　構想に位置づけられた事業の推進及び穂積駅周辺の活性化を図るため、駅周辺のエリアマネジメ
ントを協議、実施していく組織を検討し、駅周辺の地域や駅利用者が自律的に、穂積駅周辺の利便
性やにぎわいを考え、展開できることを目標とするとともに、地方創生に基づく事業として、穂積駅周
辺の利便性の向上と賑わいの創出を検討していく。

　平成２９年度の「地方創生推進交付金」の採択を念頭におき、平成２８年度に策定する「ＪＲ穂積駅
圏域拠点化構想」を推進する母体づくり（エリアマネジメント協議会）を進めるとともに、構想に基づく
穂積駅の「利便性の向上」と「賑わいの創出」を行う。このため、構想からの各種の計画の詳細化の
検討や、地方創生の一環としての各種のイベントによる活性化を行う。
・構想推進業務委託21,000千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

平成２８年度より実施している事業を
実質的に継続していくためのもので
あり、「まち・ひと・しごと総合戦略（以
下「戦略」という。）」にも位置づけられ
ているため、平成３１年度まで、地方
創生の仕組みの中で検討していく。
平成２９年度は策定される構想の実
践開始の段階である。

穂積駅は市の玄関口として、ＪＲの利
便性により、市の人口増にも寄与して
いる重要な拠点である。
穂積駅周辺の利便向上、活性化によ
り、より多くの人が集まるようにするこ
とは、市全体の魅力をＵＰし、将来に
向かって市の活力を維持することに
つながり、公益性は高いものである。

戦略に位置づけられていることもあ
り、平成３１年度の地方創生の枠組
みの間、実施を検討していくべき事業
であり、現状においても、駅周辺の空
洞化が進んでいるため、構想の推進
を図っていくことが必要であり、事業
時期としては適切と考える。

地方創生推進交付金を利用する限り
において、市で単独実施することに比
べ、一定の効率性はあると推測され
る。
　また、継続的に構想の実践に入る
ことは、合理性も伴っている。

②公益性に記載のとおり、駅の魅力
を向上することは、将来に向かって、
市の活力を維持するために重要であ
る。

評
価

B B B B B
構想策定のためのアンケートの実
施、自由な意見交換会を11月までに
８回実施し、年度末まで引き続き開催
予定。地元での報告会も開催。駅周
辺の方向性を導くために着実に進ん
でいる。

公益性として、市の魅力向上、市の
活力維持と穂積駅の魅力の向上は、
比例関係であると考えられ、魅力あ
る駅前構想策定のため、多くの意見
を取り入れるため、駅利用者や中学
生などを対象としたアンケートや意見
交換を実施した。

駅周辺は廃業店舗が散見され、今
後、空洞化が加速する懸念もあり、事
業時期としては適切若しくは遅れて
いること、また圏域の拠点として周辺
市町からも期待されていることから、
引き続き重点的に検討を進めるべき
と考えられる。

事業の性格上、規模の大小はある
が、一定のハード面での計画性が結
果として求められる事業である。今年
度は構想の策定（ソフト面）を主軸と
せざるをえず、今後、ロードマップに
基づき、ハード面と連動しながら進め
ることとなる。

公益性に記載のとおり、市の将来に
向かって必要、かつ、経年を要する
事業であるため、より詳細な事業計
画ができるよう構想策定を進めてお
り、将来的に駅まで人のつながる場
の基礎として、毎週の意見交換会を
実施しており、事業継続するための
下地作りを行っている。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 穂積駅周辺の活性化は市全体のためにも必要であるが、現在地方
創生の事業の一環として実施しており、交付金の裏づけをもって事
業化されているが、戦略期間中に実施できることは限られているた
め、構想に基づき、単独でも実施を推進すべきである。

27
実
績

決
算

千
円

0

目標の設定

28
計
画

「穂積駅圏域拠点化構想」の策定

決
算
見
込

33,060
千
円

33,000 60 駅周辺でのエリアマネジメント体制の構築
総合戦略の期間終了の時期（平成３１年度）までに構想内容に準じ
て、都市計画決定などの手続きを目標とする。
「戦略のKPI」　… 新規出店数 ４件

20,00029
計
画

①駅周辺エリアを検討する組織の立ち上げ
②構想の実践について検討と実施できるものの実践
③イベントその他穂積駅周辺の賑わいの創出

概
算

21,000
千
円

1,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

引き続き、地方創生の枠組み内で、構想に基づく「賑
わいの創出」を検討するとともに、駅周辺でのエリアマ
ネジメント体制を推進する。

概
算

21,000
千
円

20,000 1,000
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事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

80,886 千円企画財政課
施　策　名 新たな賑わいの創出

平成 27 年度 10,000 千円

主な事業名
民間施設（ボウリング場）を活用した地域活性化拠点創出事業
【創】

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 31 年度

民間施設（ボウリング場）を活用した地域活性化拠点創出事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細

岐阜グランドボウルを地域活性化拠点として位置付け、官民協働により若者の出会いから結婚・就
活・移住定住・特産品ＰＲなどを総合的にパッケージ化し提供できる場として利活用する取り組みを
実施。ボウリング場が小さな拠点として認知され、「ボウリングのまち瑞穂」が地域ブランドの１つにな
ることをイメージし、各種取り組みを展開。市民、事業者、ＮＰＯ、大学、金融機関等と連携した協働
による運営事業の構築や事業主体の更なる連携強化を図り、瑞穂市における地方創生の一層の深
化を図るもの。

（内容案）
・婚活イベントの開催
・子育て、多世代交流イベントの開催
・ふるさと創生大使を活用したPR
・音楽イベントの開催

地域活性化イベントの開催10,000千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

総合戦略に位置づけられた事業
（平成27年度～31年度）
地方創生加速化交付金事業

将来の魅力あるまちづくりに向けて、
まちの魅力向上や地域の元気、イノ
ベーション（新しいアイデアから、新た
な価値）の創出。

人口減少問題は、まったなしである。
市の魅力化に向けた取り組みを、ま
すます加速させる必要がある。

他の地域活性化事業や交付金事業
と連携し一貫性をもった取り組みを効
率的に開催する。

交流人口　年間55,000人を目標に実
施。将来的には事業主体が行政から
民間にシフト出来るよう自立性を見出
す。

評
価

A A A A A
昨年度までに築き上げたものを活か
し、瑞穂市の地域活性化に向けた取
り組みを継続。

官民協働で市の魅力化に向けて、活
動を推進する。

関係機関と連携し、迅速に活性化事
業の取り組みを実施。

さまざまな取り組みをパッケージ化し
て実施。

この取り組みを通じて出来た連携の
輪を増加させ、魅力ある事業を展開
し、KPI達成を目指す。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財

27
実
績

瑞穂市ブランド創出魅力向上推進業務
決
算

32,710
千
円

30,680 2,030

目標の設定

28
計
画

瑞穂市ブランド創出・魅力向上加速化業務
瑞穂市移住促進戦略事業

決
算
見
込

18,176
千
円

12,862 5,314
交流人口（観光・交流入込客）　５年後５５，０００人
拠点利用者数　年間１０，０００人（平成３１年度）
イベント参加者数　年間２０，０００人（平成３１年度）

29
計
画

瑞穂市ブランド創出・魅力向上業務
瑞穂市移住促進業務

概
算

10,000
千
円

10,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

瑞穂市ブランド創出・魅力向上業務
瑞穂市移住促進業務

概
算

10,000
千
円

10,000
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事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

9,200 千円企画財政課
施　策　名 地域資源のブランド創出・魅力向上

平成 27 年度 1,000 千円

主な事業名 （仮）地域ブランド戦略推進事業【創】

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 31 年度

地域ブランド戦略推進事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
地域ブランド化を進める統一コンセプトとして「ちょっと気になるまち　岐阜　みずほ」を掲げ、「ボウリ
ング（スポーツ）」、「柿（特産品）」、「中山道（観光）」の３つをブランド化する取り組みを展開

地域ブランド戦略事業の推進
・新開発商品のＰＲ事業　1,000千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

総合戦略に位置づけられた事業
（平成27年度～31年度）
地方創生加速化交付金事業

市民意識調査において、「ふるさとへ
の誇りやアイデンティティを育むまち
の魅力に乏しい」という結果が出てお
り、将来の魅力あるまちづくりに向け
て、"まちの魅力化"は欠かせない
テーマとなっている。

人口減少社会において、増加傾向で
ある本市の人口を今後も維持してい
くための、まちの魅力化は、継続して
考案していく必要がある。

瑞穂市の魅力で「交流・にぎわい」を
生み出す事により、他市と比較し瑞
穂市を選択して頂く相乗効果を生み
出す。

瑞穂市の魅力をＰＲする事により、瑞
穂市を知らなかった移住希望者の選
択肢に入る機会を増やす事となり、
人口維持に繋がる

評
価

A A A A A
目的や内容等、計画通りに実施する
ことができた。

まちの魅力化に向けた、市民の思い
が、少しずつ増加してきている。

人口減少問題は、まったなしである。
市の魅力化に向けた取り組みを、ま
すます加速させる必要がある。

他のイベントや取り組みとの連携を行
い、ちょっと気になるまちとして、一貫
性と特徴をもった取り組みを行う。

将来の魅力あるまちづくりに向けて、
今後も引き続き取り組むべき事業。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財

27
実
績

瑞穂市地域ブランド戦略策定支援業務
決
算

4,320
千
円

4,320 0

目標の設定

28
計
画

瑞穂市地域ブランド戦略検討会議運営支援業務

決
算
見
込

1,880
千
円

1,880 0
地域ブランド創出件数　4件

29
計
画

地域ブランド戦略事業の推進
概
算

1,000
千
円

1,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

地域ブランド戦略事業の推進
概
算

1,000
千
円

1,000
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第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業

瑞穂市第２次総合計画推進事業

所　　属

企画財政課
施　策　名

主な事業名

総合計画の進行管理
千円

Ｈ２９年度事業予算事業全体予算

千円 2,000

実　施　期　間

平成

事業ヒアリングシート

～年度28

評価対象事業名 区　　　　分

年度平成 2,000

総合戦略・総合計画の進行管理について 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
・第２次総合計画、まち・ひと・しごと創生総合戦略ともにＫＰＩ（目標指標）を設定し、毎年度ＰＤＣＡサ
イクルにより評価を行うこととなっている。
・総合戦略の評価にあたっては、産官学勤労言の関係者による評価が国より求められており、瑞穂
市においては総合計画等評価審議会を組織し評価を行っている。
・総合計画の実施計画は、上記の評価などをもとにローリングを毎年実施する。

・総合計画等評価審議会の運営
・ＫＰＩ取得のためのアンケートの実施
・総合戦略の見直し（ＫＰＩ実績によるもの、交付金採択によるもの）
・総合計画実施計画のローリング
・審議会運営費用　500千円
・アンケート調査費　1,500千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

・総合計画はＨ２８～Ｈ３７の１０年計
画
・総合戦略はＨ２７～Ｈ３１の５年計画
であり、計画に基づき各事業を実施
するもの。また、その評価も計画に位
置づけられている。

総合計画、総合戦略共にＫＰＩに基づ
くＰＤＣＡサイクルを行うこととなってお
り、その事業が目標に対し有効で
あったか検証し、次年度以降での事
業に反映する必要がある。

ＫＰＩ評価は毎年行うこととなってお
り、特に国の交付金を受けて実施す
る総合戦略事業は、毎年評価の報告
が必要である。

ＰＤＣＡサイクルを行うことにより事業
の無駄が無くなり、また審議会による
評価により市民の参画を図ることが
できる。

計画期間中はＰＤＣＡサイクルを繰り
返し実施する。

評
価

A A A A A
Ｈ２８年度は、審議会を立ち上げ、今
後計画的に評価を行なうための体制
作りを整えた。また、Ｈ２７年度実施
の総合戦略の評価を行った。

産官学勤労言による評価をいただい
た。それに基づき来年度に向け、各
事業の改善を実施する。

国の求めるスケジュールより若干遅
れたが総合戦略のＨ２７実績につい
て有識者による評価を行っていただく
ことができた。

産官学勤労言の有識者による評価を
いただくことで、行政だけではない、
広い視点で事業のチェックを行うこと
ができた。次年度に向け、より効率的
で効果的な事業へ転換を目指す。

来年度は総合戦略に加え、総合計画
の評価も実施するため、今年度の評
価手法をベースに評価を行い、継続
的にＰＤＣＡサイクルを実施する。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 ＫＰＩに対する評価方式が定着しておらず、またＫＰＩの定期的な取得
が難しいものがあり、評価方法のいち早い確立が必要である。

27
実
績

決
算

千
円

0

目標の設定

28
計
画

・総合計画等評価審議会の立ち上げ
・総合戦略事業（Ｈ２７）ＰＤＣＡ
・アンケートの実施

決
算
見
込

2,918
千
円

2,918
総合計画のＫＰＩにおいて総合計画の進捗度を定めている。
総合計画進捗度　2020年度　60％
　　　　　　　　　　　　2025年度　90％

29
計
画

・総合計画等評価審議会の運営
・総合計画・総合戦略事業（Ｈ２８）ＰＤＣＡ
・アンケートの実施

概
算

2,000
千
円

2,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

・総合計画等評価審議会の運営
・総合計画・総合戦略事業（Ｈ２９）ＰＤＣＡ
・アンケートの実施

概
算

2,000
千
円

2,000
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事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

54,430 千円総務課
施　策　名 公共交通の利便性向上

平成 28 年度 37,571 千円

主な事業名 地域公共交通網形成計画

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 30 年度

広域公共交通グランドデザイン策定によるまちの賑わいの創出事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
これまで交通網の整備・構築は、各市町が個別に取り組んできた。しかし、地域の実情にあった住民
のニーズに沿う交通体系を構築するには、行政界を越え、複数の市町で連携して交通網を検討して
いく必要がある。そこで、瑞穂市、本巣市、大野町、北方町では、今年度、地方創生加速化交付金の
補助を受け、地域に適した広域の公共交通網の形成を目指すべく、「2市2町広域公共交通連絡会
議」を立ち上げ、取り組みを進めている。また、併せてみずほバスの再編についても検討する。

アンケート結果を基に、路線の検討を行う。
みずほバス３路線負担金・・・・36,600千円
路線変更に係る諸経費・・・・500千円
地域公共交通会議委員報酬・・・・200千円
時刻表・路線図印刷・・・・215千円
バス乗降客調査・・・・6千円
パブリックコメント用文具等消耗品・・・・50千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

法令などで策定した計画はない。地
域公共交通に関する調査を実施し、
地域公共交通会議を経て見直し案を
作成する。それらと並行して年２回の
市職員による利用状況調査、ＨＰ等を
通してバスの情報を市民へ周知する
予定。

みずほバスにより、市内の住宅地だ
けでなく公共施設等にも行けることか
ら、最も身近な市民の足となりうる。
また、みずほバスに加えて広域路線
バス運行することで駅活性化やマイ
カー利用の抑制につながる。

利便性をより高めるため、市民の意
見等を聞き、路線の検討、調整を進
める必要がある。

短期間での大幅な路線変更は混乱を
招く恐れがあるため、要望や調査を
通してニーズの把握と路線の検討、
調査を実施する必要がある。

公共交通の利便性を向上させること
で、市民の足として定着させるととも
に、ＪＲ穂積駅周辺の活性化を図り、
市の将来のまちづくりにつなげる。

評
価

B A B B B
調査実施中であり、１２月～１月に地
域公共交通会議開催予定。利用状況
調査は７月に実施しており、２月にも
実施予定。バスに関する情報周知に
ついては、毎月ＨＰで利用状況を公
表している。

現在のみずほバスの路線体系は、Ｊ
Ｒ穂積駅を中心としている。また、住
民アンケートにおいてもＪＲ穂積駅を
拠点とする広域路線バスルート案を
提案している。

現在、市民のニーズ調査とその結果
の集計を実施中であり、その後は路
線の検討等を進めるべく準備中であ
る。

２５年度にみずほバスを再編した後、
３年連続で利用者数は増加してい
る。市民に定着したと思われるため、
利用状況やニーズを分析し、現状に
合った路線となるよう取り組んでい
る。

ＪＲ穂積駅拠点化構想事業と連携し
て、公共交通再編の検討を進めてい
る。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 ・市民からの要望、意見の聴取
・公共交通の利用促進
・交通事業者、周辺市町等関係機関との調整
・費用対効果の検証　など27

実
績

バス停にベンチを設置し、ＰＲ等を行い、新路線を定着
させる。利用状況を調査。

決
算

39,035
千
円

9,024 30,011

目標の設定

28
計
画

広域公共交通検討業務委託。地域公共交通の利用状
況、ニーズを把握し、取りまとめて分析する。

決
算
見
込

42,952
千
円

9,024 33,928
より効率の良いみずほバス路線体系の再編を実施するとともに、大
野～ＪＲ穂積駅のバス路線を運行させる。

9,02429
計
画

市民からの意見等を参考に路線の検討、調整
概
算

37,571
千
円

28,547 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

新路線の運行開始
概
算

39,571
千
円

9,024 30,547
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5,210

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

４月に新しい公共交通体系で実証運行の検討を開始
し、時期等を定める。

概
算

5,210
千
円

29
計
画

前年度の調査結果をとりまとめ、バス路線の検討。関
係機関と調整し、運行計画作成。あわせて路線のＰＲ
を実施する。

概
算

13,259
千
円

3,413 227
より効率の良いみずほバス路線体系の再編、大野～ＪＲ穂積駅及び
安八町～ＪＲ穂積駅のバス路線を運行させる。

187 7,027 6,045

0

目標の設定

28
計
画

地域公共交通の利用状況、ニーズを調査し、集計す
る。

決
算
見
込

3,867
千
円

227

・市民からの要望、意見の聴取
・公共交通の利用促進
・交通事業者、周辺市町等関係機関との調整　など

27
実
績

決
算

千
円

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財

A B
瑞穂市南部の住民について調査実
施中であり、１２月～１月、４月に地域
公共交通会議開催予定。１月ごろ安
八町民について調査実施、２９年度
に路線案を検討する予定。

安八温泉と穂積駅を結びつつ、より
多くの住民が利用できるルートを検討
している。

みずほバス路線、２市２町の広域幹
線路線との接続性、移動性を考慮し
ながらルートを検討することができ
る。

当事業と穂積駅圏域拠点化構想事
業で得られた意見やデータを各担当
課で共有し、穂積駅周辺のにぎわい
創出という共通目標に向かっている。

運行決定後、地元企業、地元団体な
どへのスポンサー獲得営業を進める
予定。

⑤将来性について

説
明

法令などで策定した計画はない。地
域公共交通に関する調査を実施し、
地域公共交通会議を経て見直し案を
作成する予定。

穂積駅前の渋滞緩和、瑞穂市南部や
安八町の住民の駅へのアクセス、穂
積駅から大垣桜高校への交通アクセ
ス確保、瑞穂市民の安八温泉利用に
つながる。

市内を運行するみずほバス再編の検
討、２市２町（瑞穂市、本巣市、北方
町、大野町）の広域幹線路線の検討
の時期と並行して実施している。

穂積駅に人々を集めるため、穂積駅
圏域拠点化構想事業と連携し、取り
組みを進める。

市の中心施設である穂積駅周辺の
活性化が当市の発展につながる。ま
た、スポンサー獲得による収益を確
保し、持続可能な路線を目指す。

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

評
価

B B A

企画部長が
指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
これまで交通網の整備・構築は、各市町が個別に取り組んできた。しかし、地域の実情にあった住民
のニーズに沿う交通体系を構築するには、行政界を越え、複数の市町で連携して交通網を検討して
いく必要がある。そこで、瑞穂市、安八町では、今年度、地方創生推進交付金事業として申請し、地
域に適した広域の公共交通網の形成を目指すべく取り組みを進めている。また、瑞穂市、本巣市、
北方町、大野町においても、広域の公共交通網の形成を目指すための取り組みを進めている。

アンケート結果を基に、路線の検討や運行計画を作成する。
地域間幹線バス導入検討業務委託・・・・8,759千円
バス車両設備等準備費・・・・3,000千円
バス停準備費・・・・1,500千円
（上記３つの費用について安八町からルート割に基づく負担金を受ける想定）

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 30 年度

施　策　名
年度

公共交通の利便性向上
平成 54,430 千円 千円

公共交通広域化による穂積駅圏域拠点化構想推進事業 新規事業 主要施策 懸案事業

総務課
主な事業名

28

事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

13,259
地域公共交通網形成計画
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事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

36,980 千円総務課
施　策　名 校区自治会連合会組織の設立等支援

平成 25 年度 36,980 千円

主な事業名 （仮）校区自治会連合会支援事業

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 年度

校区自治会連合会組織の設立等支援について 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
地域のコミュニティ力の強化を目的とし、自治会への加入促進や自治会活動の円滑化を図る。
現在の地域コミュニティは、地域のことは地域で課題解決する小規模多機能自治（概ね小学校区において、
その地域の個人、団体が、地域の実情や課題に応じて住民が取り組む方法）がスタンダードになってきてい
る。小規模多機能自治を実践していくには、市民が協力して解決していく力を持てる組織づくりが必要であ
る。そのために各校区自治会連合会を設立し、市と協働でまちづくりを進められる地域組織となるようサ
ポートする。

各校区自治会連合会設立に向けた運営や研修等を行う。
○自治会連合会運営研修
○自治会活動振興交付金
　　　15,000千円
○自治会事務取扱交付金
　　　5,580千円
○自治会長報償費
      9,400千円
○地域集会施設建設事業補助金等
　　　7,000千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

説
明

各校区自治会連合会の立ち上げを計画し
ている

組織が軌道に乗り、運営できるようになれ
ば、市に頼らず、地域に適した事業を思う
ように展開できる。

各地で起こる災害により、自治会や地域コ
ミュニティの重要さが見直されている。

小規模多機能自治の母体となる組織は、
自治会連合会や地区社協の目的に合致す
る。

「地域力の強化」や「市民協働の推進」に
力を合わせ、明るく住みよい地域づくりの
推進、災害時にお互いの助け合いができ
る安全・安心なまちづくりになるような自治
会組織を目指す。

C
前年度から引き続き、理事会等の場で校
区自治会連合会についての説明を行い、
早期に校区自治会連合会を立ち上げられ
るよう働きかけている。

研修、会議等で方向性についての説明や
協議をしていく中で、少しずつ校区自治会
連合会の重要性への理解を得られてい
る。

防災への意識は確実に高まっているが、
それが地域コミュニティにはなかなか結び
つかないのが現実。各自治会、各校区に
より温度差があり、地域性により進捗状況
に差が生じる。

他市はすでに校区の連合会組織が出来て
いるところがほとんどである。先進地から
講師を招き、小規模多機能自治について
の研修を行い、地域のつながりの重要性
を学んでいく。

⑤将来性について

その他

評
価

B B C D
自治活動の将来を考えた時に校区自治会
連合会の意味は大きいが、自治会長が短
いスパンで変わるために長期的展望が難
しく、理解がなかなか得られない。しかし、
高齢化や孤立化が進む今後の状況を考え
た時に強力な地域コミュニティはとても意
味が大きい。確実に進めるべき事業であ
る。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金

千
円

一財 校区自治会連合会の組織化。
自治活動関係の補助金の整理。
市民の自治活動への意欲や積極性を高めること。
生涯学習課の校区活動、福祉関係課、社協との連携。27

実
績

自治会連合会運営研修
自治会活動振興交付金
自治会事務取扱交付金
自治会長報償費
自治会集会施設建設事業補助金

決
算

32,806
千
円

36,980

32,806

目標の設定

28
計
画

自治会連合会運営研修
自治会活動振興交付金
自治会事務取扱交付金
自治会長報償費
自治会集会施設建設事業補助金

決
算
見
込

36,404 36,404
各校区の状況に合わせた校区自治会連合会組織を早期に構築し、瑞穂
市自治会連合会、各校区自治会連合会、各単位自治会の組織への補助
金について見直す。
協働でまちづくりを進められるよう、次のステップへのシフトを意識した研
修等を計画する。

自治会連合会運営研修
自治会活動振興交付金
自治会事務取扱交付金
自治会長報償費
自治会集会施設建設事業補助金

概
算

36,980
千
円

自治会連合会運営研修
自治会活動振興交付金
自治会事務取扱交付金
自治会長報償費
自治会集会施設建設事業補助金

概
算

36,980
千
円

29
計
画

30
計
画

36,980

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）
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事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

80,332 千円総務課
施　策　名

平成 27 年度 35,000 千円

主な事業名

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 29 年度

岐阜県消防操法大会準備・運営事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細

県内の消防団員の消防技術の向上と士気の高揚を図ることを目的として、毎年８月第１日
曜日に県内消防協会より選出された消防団が消防操法を競う。
平成２９年度に瑞穂市で開催される（ポンプ車操法）。
昭和４７年に第２１回大会を穂積中学校で開催して以来となる。

岐阜県消防操法大会瑞穂市実行委員会負担金　　　35,000千円
　会場設営、シャトルバス運行、駐車場借上、アトラクション等、操法大会の実施、運営、準備に必要
な経費

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

①(一財）岐阜県消防協会にて計画・
決定
②岐阜県が県協会に補助し、県協会
が開催市郡消防協会へ補助

県・県消防協会の主催事業であり公
益性が高い

約４０年に１回、県内市町村をロー
テーションして開催される。
瑞穂市関係では、昭和４７年に第２１
回大会を穂積中学校で開催して以来
となる。

県操法大会を市で開催し、一般市民
にも大会運営に参加又は観覧に来て
もらうことで、消防団活動への理解、
関心を深める効果が期待できる。そ
の結果、消防団員の人員の充実も図
ることも期待できる。

消防団活動の理解を高めることがで
きれば、今後の消防団の活性化を図
ることが期待できる。

評
価

A A A A A
平成２８年６月の岐阜県消防協会評
議員会にて正式に瑞穂市での開催
が決定した。

大会運営について、県・先催市と随
時協議をしてきた。

県・県消防協会で決定したものであ
り、時期をずらすことができない。

今年度の開催地に消防団員を中心
に視察で１００名を動員し、運営担当
の業務内容を把握するとともに、瑞穂
市での開催にて継続する点及び改良
点を提出いただいた。

今年度の開催地も地元の来場者が
多く見られ、将来の消防団活動への
理解を高めるものであったと思われ
る。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 ・駐車場の確保と周辺道路の違法駐車対策に苦慮。
・消防団等関係機関との連携体制の確立。
・大会の存在意義の市民への周知。27

実
績

先催地視察
実施設計業務委託

決
算

332
千
円

332

目標の設定

28
計
画

先催地視察
競技会場造成

決
算
見
込

45,000
千
円

45,000
岐阜県消防操法大会の準備を着実に進め、大会の円滑な開催と効
率的な運営を実現する。

29
計
画

岐阜県消防操法大会会場設営・大会運営
概
算

35,000
千
円

35,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

概
算

千
円

0
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200,000

200,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

庁舎建設基金
概
算

200,000
千
円

29
計
画

庁舎建設基金
概
算

200,000
千
円

0
建設費の積み立てを行なうことにより、費用の平準化を図り、財政負
担の急激な増加を防ぐ。

0

目標の設定

28
計
画

基金条例改正

決
算
見
込

千
円

一財 構想による建築事業費はあくまで庁舎のみの建築費であり、外構の
建築費や引っ越しの費用等は含まれていない。

27
実
績

決
算

千
円

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

⑤将来性について

説
明

市庁舎将来構想より、１５年後には新
庁舎建設には少なくとも建設に４０億
円は必要となる。

庁舎は住民サービスの場であるほ
か、災害時の拠点機能を有すため、
新庁舎の建設事業費を積み立てる。

施設の長寿命化にも限度があるた
め、現施設に余計な改修費をかける
より、今後必要となる建設事業費を積
み立てることは早ければ早い方が良
い。

国庫補助金が見込めない。また、財
政状況が好転する見込みが無い状
況で起債を検討するより、構想ができ
た段階で積み立てを始めるのが適当
である。

１５年間２億円ずつ基金を積み立て
る。

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細

庁舎は、市民に行政サービスを提供するだけの場ではなく、市民との協働を進める場である必要が
ある。このほか、議会活動の場であり、時として、防災拠点の場にもなる。
現在使用している庁舎では、①2庁舎体制②老朽化③施設が狭あい④バリアフリー対応不十分の４
つの課題があるので、これを解消できる庁舎を検討していく。
瑞穂市市庁舎将来構想を策定し、これを基に基金を積み立てる。

新庁舎建設に係る基金を積み立てる

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

新庁舎建設（基金積立） 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業ヒアリングシート

～年度29

評価対象事業名 区　　　　分

年度43平成 4,000,000 千円

Ｈ２９年度事業予算事業全体予算

千円 200,000

実　施　期　間

平成

第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業所　　属

管財情報課
施　策　名

主な事業名
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第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業

公共施設等総合管理計画推進事業

所　　属

管財情報課
施　策　名

主な事業名

公共施設等の適正管理
千円

Ｈ２９年度事業予算事業全体予算

千円 1,000

実　施　期　間

平成

事業ヒアリングシート

～年度26

評価対象事業名 区　　　　分

年度平成 20,607

公共施設等総合管理計画推進事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
公共施設の実態把握と課題を整理するために公共施設白書を作成。
白書を基に、今後の方向性を示す公共施設等総合管理計画を策定。
各施設の簡易調査を実施し、その結果を評価することにより、管理の方向性を決め、今後の公共施
設管理に資する個別管理計画を策定。
総合管理計画に基づき各施設を見直す。

○H２６年度　既存施設等の状況把握基礎調査
今後の公共施設等の維持管理やあり方などを検討するための基礎資料として、市が管理する施設状況を整理、
分析し、市の公共施設白書を作成
○H２７年度　公共施設等総合管理計画等の作成（～２７年度末まで）
○H２８年度　個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）の策定
○H２９年度　公共施設等個別管理計画を住民に周知する。
地元説明会を開催するほか、議員・職員を対象にした研修を実施し、今後必要となる施設の適正配置について
理解を深める。各施設においては、それぞれ日常的な点検を行い施設保全に努めるとともに、施設の有効性や
効率的な運営について検証を行なう。このほか、平成２９年から３０年にかけて用途毎に取壊しや再配置の研究
を行ない、報告書を作成する。
業務委託料として、1,000千円を計上する。

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

平成２６年４月に総務省より、公共施
設等総合管理計画の策定要請が
あった。

公共施設の全体を把握し、長期的な
視点をもって、更新・統廃合・長寿命
化などを計画的に行なうことにより、
財政負担の軽減・平準化を図るととも
に、公共施設等の最適な配置を実現
できる。

財政状況が厳しい中、過去に建設さ
れた公共施設等が今後大量に更新
時期を迎えるため、早急な対応が必
要である。

公共施設等の有効利用ができるほ
か、将来更新・整備費用の縮減・平
準化ができる。将来的には、公共施
設等の最適な配置ができる。

財政状況に合わせた公共施設の運
営・管理が実現できる。

評
価

C A C B B
計画骨子策定作業を早期に進める。 職員、市民とも「新しく造ること」から

「賢く使うこと」へ発想を変えることが
課題であり、そのためには地域の実
情にあったまちづくりを推進するため
の計画策定が重要である。

持続可能で健全な施設の維持管理
の検討を行うにあたり、多くの市民と
行政が問題意識を共有し、将来の姿
について議論を深める努力が必要。

計画の位置付けとして、市が所有す
る全ての公共施設等が計画対象であ
ることから、新たな総合計画の大きな
柱として捉えることが必要。

多岐にわたるファシリティマネジメント
業務を推進するにあたり、従来の縦
割りの管理から、経営的視点を持っ
て全体の最適化を目指すための管理
体制と戦略的視点が必要。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 ・現状のサービスを維持した公共施設の再配置・統廃合等の計画を
策定するためには、所管課及び市民との合意形成が必要となる。

27
実
績

公共施設等総合管理計画の策定
決
算

8,995
千
円

8,995

目標の設定

28
計
画

公共施設等個別管理計画(建築物）の策定
見
込

決
算 7,560

千
円

7,560 瑞穂市第２次総合計画基本計画で、5年後の目標値は総延べ床面
積の３．７５％縮減

29
計
画

公共施設等個別管理計画(建築物）の周知
概
算

1,000
千
円

1,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

公共施設適正配置計画の策定
概
算

1,000
千
円

1,000
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事業ヒアリングシート

～年度28

評価対象事業名 区　　　　分

年度平成 9,000

第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業

行政サービス情報化推進事業

所　　属

市民課
施　策　名

主な事業名

行政サービスの情報化推進
千円

Ｈ２９年度事業予算事業全体予算

千円 9,000

実　施　期　間

平成

個人番号カードを利用した住民票の写し等のコンビニ交付サービス導入事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細

　マイナンバー制度により、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤（インフラ）整
備が進められている中で、「個人番号カード」を活用して全国約４８，０００店舗のコンビニにおいて「住民票の写し
等」を発行ができるサービスの導入に取り組む。

　○稼動開始予定日：平成２９年２月１日
　○稼動時間：午前６時３０分～午後１１時（戸籍証明書と戸籍の附票の写しは午前９時～午後５時１５分）
　○サービスで取得できる証明書の種別：住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明書、戸籍の附票の写し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 所得証明書、所得課税証明書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※戸籍証明書と戸籍の附票の写しは非住所人対応
　○サービスの休止日：１２月２９日～１月３日

◎平成２９年度事業費　　　9,000千円
　　　負担金、利用料、コンビニ委託料など

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

①第２次総合計画に策定
②文教厚生委員会協議会で説明
③市が保有する戸籍総合税証明システム
がすでに各種証明書のデジタルデータを
保有している。
④事業費の１／２を国から財政支援を受け
ることにより積極的に推進している。

　当サービスは市民の多様化したライフス
タイルによる市民のニーズに応えることに
なる。また、現行の組織体制での休日や時
間外のサービス拡大を伴うもので、広域
サービスにも繋がり、市民の利便性が大
幅に向上する。

　 マイナンバー制度の導入とほぼ同時期
にサービスを開始することにより、個人番
号カードをより浸透させることができる。

   人口増加が続く当市にあっては、穂積庁
舎一極集中傾向にある窓口の混雑や限ら
れた窓口スペースに伴う待ち時間等の不
満を解消することができる。また、各種証
明書発行の業務を当サービスへシフトする
ことにより、市民サービスの向上を図ること
ができる。

　 個人番号カードの活用方法の一つとし
て国が導入を推進しているサービスであ
り、個人番号カード発行の増加によりサー
ビス導入の効果も上がることから、ＰＲによ
り個人番号カードの交付申請者数の増加
を図る。

評
価

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財

27
実
績

決
算

千
円

0

目標の設定

28
計
画

システム導入費用、サービス参加後のシステム利用料、負担
金、委託手数料

決
算
見
込

16,872
千
円

8,435 8,437

【参考】個人番号カード交付件数実績及び見込み（累計）
　Ｈ２７年度末　　　　６４０件（人口の約1.1％）
　H２８年９月末　　３，０５７件(人口の約5.6％)
　Ｈ２８年度末　　　３,７００件（人口の約７％）
　Ｈ２９年度末　　　５,３００件（人口の約１０％）
　 ☆コンビニ交付の実施により個人番号カードの発行数増加が見込まれる。

4,50029
計
画

システム利用料、負担金、委託手数料
概
算

9,000
千
円

4,500
監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

システム利用料、負担金、委託手数料
概
算

9,000
千
円

4,500 4,500
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事業ヒアリングシート

～年度27

評価対象事業名 区　　　　分

年度平成 11,087

第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業所　　属

市民課
施　策　名

主な事業名

千円

Ｈ２９年度事業予算事業全体予算

千円 11,087

実　施　期　間

平成

個人番号カードの交付サービス推進事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
　 マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人情報を同一人であることの確認を行うための基盤であり、社
会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基
盤である。新制度により新たに増える事務は次のとおりである。
　１）通知カード及び個人番号カード共通事務
　　　　　　住所や戸籍を異動される方のほとんどに対して、カードの記載事項を修正する事務を行う必要があり、
　　　　 その他にカードを紛失された場合の対応などが発生する。
　２）個人番号カードに係る交付やその他事務
　　　　　　個人番号カードの交付に伴う案内や窓口交付事務に加えて、紛失等の場合に内蔵される電子証明書の
　　　　 処理と再発行手数料の徴収が必要となる。
　３）マイナンバー制度全般事務
　　　　　　電話の問合せ対応、窓口での説明、代理権の確認、PIAの確認事務等が発生する。また成りすまし防止
　　　　 の対策を講ずる必要がある。

○地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）への交付金　　　       8,580千円
○カード交付事務等に伴う補助職員１名雇用経費　　　　　 　　　　　 2,088千円
○郵送料　など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 419千円
   ※交付金及び補助職員雇用経費は、県（国）補助金の対象

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

　「行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律」で
規定される法定事務として、個人番号カー
ドの交付を行う必要がある。

　個人番号カードの交付により国民の利便
性の向上や行政事務の効率化に資する。

　マイナンバー制度の導入により、窓口の
事務手続きが大幅に増加することから、市
民サービスの低下を招かないようにするた
めには人員を確保する必要がある。

　新たに生じる個人番号カードの交付事務
に加えて、制度に関する電話や窓口対応
も必要となる。また、住民異動及び戸籍届
出の際にカードの記載事項修正などが必
要となり、一人当たりの所要時間が長くな
ることが想定されるため、新たな人員を確
保して対応する必要がある。

　転出入や婚姻・転籍などの住民異動・戸
籍届出の際には、その異動者のほとんど
に対して所持するカードの記載事項の修
正を行う必要があり、住民異動の多い当市
においてはこれまでにない事務量の増加と
なることが予想されることから職員の増員
などの体制強化が急務である。

評
価

B A B A A
個人番号カードの交付開始直後の時期に
おいてはカード作成に時間を要したため全
国的に交付が遅れる影響が出たが、概ね
対応できた。

法定事務として行う事務であり公益性があ
る。

国の遅れから個人番号カード交付に係る
滞留分の問題が生じたが、休日開庁・補助
職員による対応等により概ね対応できた。

補助職員の雇用によりカード交付受付など
の業務が順調に進んだ。

コンビニ交付サービスの導入に付随し個人
番号カードの普及が進むため、今後も計画
的に人員確保を行っていく。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財

27
実
績

社会保障・税番号
（総合行政システム住記システム改修、周辺機器整備）

決
算

23,149
千
円

15,920 7,229

目標の設定

28
計
画

社会保障・税番号
（個人番号カードの交付サービス推進事業）

決
算
見
込

12,566
千
円

12,041 525

個人番号カード交付件数見込み（累計）
　Ｈ２７年度末　　　　　６４０件（人口の約1.1％）
　H２８年９月末　　　３,０５７件(人口の約5.6％)
　Ｈ２８年度末　　　　３,７００件（人口の約７％）
　Ｈ２９年度末　　　　５,３００件（人口の約10％）
　 ☆コンビニ交付サービスの実施によりカードの発行件数の増加が見込まれる。

10,75729
計
画

社会保障・税番号
（個人番号カードの交付サービス推進事業）

概
算

11,087
千
円

330
監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

社会保障・税番号
（個人番号カードの交付サービス推進事業）

概
算

11,087
千
円

10,757 330
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　平成２９年度は、都道府県単位化の前年となるため、十分な準備
や関係機関等への丁寧な説明と周知が必要である。

100,000 1,900,000
監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

国保都道府県単位化開始。市町村の基本事務分担
に大きな変更はない見込み。

概
算

4,000,000
千
円

2,000,000

29
計
画

保険税の賦課徴収、給付、保健事業、資格管理等
概
算

6,000,000
千
円

2,694,078 1,685,527

1,400,000 2,800,000 1,800,000

2,600,053 1,664,134

目標の設定

28
計
画

保険税の賦課徴収、給付、保健事業、資格管理等
決
算
見
込

5,769,056
千
円

1,389,451

一財

27
実
績

保険税の賦課徴収、給付、保健事業、資格管理等
決
算

5,619,456
千
円

1,355,269

　国策として、地方自治体が担う国民
健康保険制度であるが、医療費増加
を抑制し、効率的に運営することが必
要不可欠である。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

B A A B B
　事業の健全運営を目指している
が、流行疾患や感染症等の拡大予
測が立てにくい事業である。

　社会保障制度の最期の砦として、
重要な役割を担っている。

　被保険者は減少したが一人当たり
の医療費の増嵩により、依然として
医療費の総額は伸びており、抜本的
な対策や改革が急務である。

　少子高齢化の中で、医療費抑制の
ための予防策を推進することは重要
である。

⑤将来性について

説
明

　被用者保険（協会けんぽ・共済等）
を除く市民を加入対象とした医療制
度として、国民健康保険事業の健全
運営を確保し、市民の健康の保持増
進を継続する。

　社会保障制度の中核として、国民
健康保険は国民皆保険体制の最終
的な支え手として、地域医療の確保
並びに、市民の健康増進に重要な役
割を果たしている。

　わが国の医療保険制度の基盤とし
て、国民健康保険制度の安定化と継
続が必要である。

　1月の医療機関への適正受診の啓
発やジェネリック医薬品の推奨、特定
健診の広報活動などは、保険給付費
の抑制に繋がる。また、マイナンバー
による情報連携効果により、所得照
会等の事務が効率的になる見込み
で、保険税徴収にも貢献する。

　平成30年度より、国保は都道府県
と市町村が共同で保険者になること
が決定しているが、広域運営で事務
処理が順調にできるのか不安であ
る。また、少子高齢化が進行する状
況下で医療費の抑制が達成できない
と事業の将来性は厳しくなる。

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
　瑞穂市国民健康保険加入者を対象に療養の給付、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、
出産育児一時金、葬祭費等の保険給付事業、特定健康診査・特定保健指導を行うとともに、国民健
康保険税の徴収事務を行っている。
H28.9月末世帯数6,831、被保険者数11,745人 、 H27年度特定健診受診率46.0％（法定報告値）

　保険者は被保険者と身近な関係のなかで、資格管理、保険給付、保険税率の決定、賦課・徴収、
保健事業等により、きめ細かい事業を引き続き継続する。
　また、平成30年4月からの都道府県単位化に伴い新制度の情報収集や実務の研究が必要である
ことから、現在の事務を継続しながら、新制度の準備を進める必要がある。
　毎年、地方税法の改正により、賦課限度額が引上げられることから、国の動向に注視する必要が
ある。
　国民健康保険事業特別会計6,000,000千円。

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

国民健康保険税の動向について 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

評価対象事業名 区　　　　分

年度平成 6,000,000

事業全体予算

千円 6,000,000

実　施　期　間

平成

事業ヒアリングシート

～年度

　平成30年度からの国保都道府県単位化に向けて、先行的に平成
27年度から実施されたレセプト1円～80万円までの保険財政共同安
定化事業の結果、瑞穂市は県内市町村から交付される金額よりも拠
出する金額が4,200万円程度上回ってしまった。この結果から都道府
県単位の事業として負担を調整されると瑞穂市は支える側としての
役割が大きくなる可能性が高い。

第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業

特定健診、人間ドック助成事業、保険税収納率の向上対策

所　　属

医療保険課
施　策　名

主な事業名

国民健康保険、後期高齢者医療保険の適正な運営
千円

Ｈ２９年度事業予算
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第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業

乳幼児等、重度心身障がい者（児）、母子・父子家庭医療費助成
事業

所　　属

医療保険課
施　策　名

主な事業名

福祉医療費助成制度の充実
千円

Ｈ２９年度事業予算事業全体予算

千円 680,000

実　施　期　間

平成

事業ヒアリングシート

～年度

評価対象事業名 区　　　　分

年度平成 680,000

福祉医療について 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
　福祉医療費助成事業は、岐阜県福祉医療費助成事業補助金交付要綱に基づいて、乳幼児等、重
度心身障がい者（児）、母子・父子家庭、さらに市の単独事業として高校生世代（平成28年10月1日よ
り対象者を中学生世代から拡大）までの子どもの保健の向上と福祉の増進を図る事業である。

　加入されている保険証、身体障害者手帳等、前年所得等を確認して岐阜県内医療機関で一部負
担金の現物給付が可能となる受給者証を交付する。事業の詳細は大きく変更がない見込みである
が、中学・高校生世代の医療費の動向を注視していく必要がある。
  乳幼児等390,320千円。母子家庭33,320千円。父子家庭1,360千円。重度心身障がい（児）255,000
千円。

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

　岐阜県内での医療受診はすべて現
物給付、県外は償還払いの計画どお
り進めている。

　身体障がい者などの医療費負担の
多い方への助成や、母子・父子家庭
の医療費の助成、さらに若年層への
乳幼児等医療費助成を実施すること
で福祉の増進、社会的弱者の救済、
少子化対策に寄与する。

　少子化と人口減少は喫緊の重要課
題である。この乳幼児等の高校生世
代までの医療費無料化は、課題解決
の対策として迅速に対応することによ
り、出生率の向上を促し若者たちの
定住促進を図ることができる。

　保険適用の医療費は無料になるた
め、気軽に重複受診、多受診が発生
するリスクがある。このため受診の適
正化の啓発努力により抑制を図る。

　乳幼児等の高校生世代までの医療
費無料化は、若い家族などの定住促
進に繋がり、人口増加がもたらす波
及効果は計り知れなく、市が活気づ
き潤うことになる。

評
価

B B A B B
　福祉医療費助成は、計画により医
師会や国保連合会等の協力を得て
実施している。また、ＨＰや広報みず
ほで適正受診を啓発している。

　乳幼児等医療の拡大が少子化解
消の対策として効果的である。

　安心して子どもを生み育てることが
できる。

　受診の適正化のため、学校・幼稚
園・保育園に医療費抑制の啓発チラ
シを配布した。

　重度心身障がい者、母子・父子家
庭、乳幼児等の医療における経済的
負担を軽減する意味で本事業は将来
に向かって必要な事業である。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 　本事業は少子化対策や子育て支援のための事業として、多くの地
方公共団体が認めて全国的に実施されはじめているのにも関わら
ず、国は医療費の波及増に繋がるとして推進していない。平成２８年
１０月1日現在で同様の事業を実施している県内の４２市町村の中
で、当市は１０番目となっている。また、当市に本事業についての問
い合わせもあり、来年度は実施団体が増えることが予測される。

27
実
績

乳幼児等、重度心身障がい者（児）、母子・父子家庭
における福祉医療該当者に対し保険医療費の一部負
担金を助成する事業.。

決
算

618,743
千
円

166,732 452,011

目標の設定

28
計
画

上記27年度に加えH28.10.1から乳幼児等の対象が高
校生世代まで拡大となる。

決
算
見
込

635,076
千
円

463,942 平成３０年度末に見直し等の検討をする。

175,536 504,464
計
画

上記27年度に加えH28.10.1から乳幼児等の対象が高
校生世代まで拡大となる。

概
算

680,000
千
円

171,134

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

上記27年度に加えH28.10.1から乳幼児等の対象が高
校生世代まで拡大となる。

概
算

680,000
千
円

175,536

29

504,464
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Ｈ28　策定員会の立ち上げ、業者委託、アンケート調査及び分析
Ｈ29　計画作成、パブリックコメント、計画公開

目標の設定

・市民の意向を計画に反映させる（サービスの量）
・国の動向を見ながら計画策定していく
・計画に掲げる障害福祉施策の広域的な連携

事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

3,009 千円福祉生活課
施　策　名

平成 28 年度 1,883 千円

主な事業名

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 29 年度

障害者計画及び障害福祉計画策定事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
　めまぐるしく変化する国の施策に対応するため、上位計画である「瑞穂市障害者計画(平成21年度～
平成30年度）」を一年前倒し、３年度を１期とした各年度における障害福祉サービスごとに必要な見込
量等を算出する第5期障害福祉計画（平成30年度～平成32年度）と同時に制度改変や市民ニーズに速
やかに対応できるよう計画を作成する。

障害者計画及び障害福祉計画策定に向け、（策定委員会を開催する。）

報酬　　　 360千円
委託料　　1,500千円
役務費　　23千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

①（ア）瑞穂市障害者計画
（イ）瑞穂市障害福祉計画（第４期計画）
②（ア）障害者基本法第11条
（イ）障害者総合支援法第８８条に規定
③アンケート結果を基に自立支援協議
会で意見聴取→策定委員会で審議して
素案作成
④パブリックコメント実施
⑤パブリックコメント結果を基に策定委
員会で審議→計画策定
⑤議会・ホームページ等で公開

第４期障害福祉計画の進捗状況を検
証するとともに、ニーズを把握するた
め実施したアンケート結果を基に今
後の安定した障害福祉サービス等の
提供へ向けた計画を定める。

（イ）当初計画のとおり実施。
（ア）（イ）の計画の策定時期に合わ
せる。

両計画の期間を合わせることにより、
市民ニーズと実際のサービス量とを
結びつけることが可能となり、時代に
沿った施策方針を短期間のサイクル
で定めることができる。
　また、委員報酬や調査費等も一元
化することが可能。
　県の当該計画も一元化で策定され
ている。

自立支援協議会において年度毎に
計画の効果測定を実施し、必要に応
じ見直しを行っていく。
必要があれば策定委員会を開催し
て、計画の改定を行う。

評
価

A A A B B
（ア）障害者基本法第11条
（イ）障害者総合支援法第８８条に規定

法律に基づき、市町村必須事業のた
め継続。

法律に基づき、市町村必須事業のた
め継続。

アンケートの実施により市民ニーズと
サービス量の関係を見直す資料を得
ることができた。

国の指針や県の障害者計画の策定
状況等を考慮して、今後の計画の策
定（改訂）を進める。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財

27
実
績

決
算

千
円

0

28
計
画

アンケート、計画策定
決
算
見

込 1,126
千
円

1,126

1,88329
計
画

計画策定、パブリックコメント
概
算

1,883
千
円

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）
30

計
画

概
算

千
円

0
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事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

16,549 千円福祉生活課
施　策　名 生活困窮者自立支援施策の充実

平成 26 年度 16,549 千円
主な事業名

自立相談支援事業、就労活動支援事業、住居確保給付金、生活困
窮者自立支援任意事業

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 年度

生活困窮者自立支援事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
「生活困窮者自立支援法」が成立し、平成２７年４月１日より自立相談支援事業及び住居確保給付金
（市直営）が必須事業となり、自立相談支援事業については当初から、任意事業である家計相談支援
事業は平成２８年度から瑞穂市社会福祉協議会への委託により行い、支援調整会議を開催し、関係
機関及び関係部署との連携を密にしている。
その他任意事業である学習支援事業については平成３０年度より委託を前提に行えるよう検討してい
く。

【自立支援事業】
　相談支援業務の実施（委託料）
　 　委託料　13,862千円（家計相談含む。）
　住居確保給付金　2,687千円
　　　需用費、時間外
　　　扶助費　　2,071千円　（単身世帯20,000円～29,000円/月、複数人世帯35,000円～45,200円/月）

※　H28　国庫負担　3/4 (相談支援については、実支出上限額10,600千円）
　　　　　　国庫補助　1/2（家計相談、子どもの学習支援等）、２/３（就労準備等）

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

生活困窮者自立支援法が成立し、平
成27年４月１日より施行されたことに基
づく事業。

就労その他の自立に関する相談支
援、事業利用のためのプラン作成等
を実施することにより、生活保護に至
る前の段階の自立支援策を強化。

生活困窮者自立支援法案に基づく福祉事
務所事業として実施する。

利用者の状況に応じて最適な支援策
を早期・包括的に提供できる。

事業の実施により、生活保護に至る前の
段階から早期に支援することにより、将来
生活保護の受給者を抑制することにより扶
助費の抑制を図る。
また、地域で誰にも相談できずにいる生活
困窮者の掘り起しを図る。

評
価

B A A B A
平成２７年４月１日より社会福祉協議会
への委託により相談事業開始。平成２
８年度から任意事業である家計相談支
援事業を開始した。

社会福祉協議会に委託することによ
り、専門性の高いケアを行い、早期の
自立を促す。

必須事業は法どおり、H２７年４月１日より
実施。任意事業については平成２８年度か
ら家計相談支援事業を開始、平成３０年度
をめどに学習支援事業を開始計画中。

社会福祉協議会に委託することによ
り、専門職員の配置ができるため、最
適な支援策を早期、包括的に提供で
きる。

事業の実施により、生活保護に至る前の
段階から早期に支援することにより、将来
生活保護に至ることのないようにする。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 自立支援業務については国庫補助（３/４）。相談業務の委託先（社会福祉
協議会）へ委託とし実施している。支援調整会議を開催し、連絡調整をお
こなっている。相談内容が多岐にわたり、各分野に精通した相談員が相談
を受けているが、解決するのに時間を要するケースが多い。27

実
績

自立相談支援業務委託
決
算

11,252
千
円

8,194 3,058

目標の設定

28
計
画

自立相談支援業務

決
算
見
込

16,549
千
円

11,134 5,415
生活困窮者の掘り起こしによる生活の安定及び将来生活保護に至る者の
早期支援による問題の解消

11,13429
計
画

自立相談支援業務
概
算

16,549
千
円

5,415 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

自立相談支援業務
概
算

19,687
千
円

12,703 6,984
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事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

58,133 千円健康推進課
施　策　名 健（検）診体制の充実と医療費適正化の推進

平成 22 年度 58,133 千円

主な事業名 若年健康診査の実施【創】

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 年度

健（検）診事業 新規事業
主要施策
拡大事業 懸案事業

企画部長が
指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
【若い年齢からの健康診査を実施し、生活習慣
病を予防する生活改善の支援】
若年層が医学的データに基づいて健康状態を
自己判断できる能力を高めるために、若年層
向けの健康セミナーに「脂質異常の予防」を加
え、支援の充実を図る。
若年層健康診査（goodライフ健診）を継続受診
する人を増加させる。

【健康診査＝goodライフ健診】　受診者見込み1,300件
・健診内容：市内委託医療機関にて、診察及び特定健診項目と同じ検査を実施。血液検査（糖代謝、脂質代謝、肝機能、貧血、尿酸、腎機能）、尿検査、
血圧測定、体格、心電図、診察
・自己負担金500円　※H28　1人当たり費用9,698円-自己負担金500円＝9,198円（委託料）
・健診期間：7月の1か月間
　
【健康セミナー及び病態別セミナー】
・受診者自身が医学的データに基づいて自己の健康状態を把握し生活を振り返る機会とする健康セミナー及び脂質異常症予防セミナーを開催する。

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

健康みずほ２１（瑞穂市第2次健康増
進計画）
瑞穂市第2次総合計画

若い世代から健診結果（医学的デー
タ）を基に自身の健康状態を判断し
管理する能力を高めることで、生活習
慣病を予防することは、健康寿命の
延伸を図り、医療費ならびに介護費
の増加抑制する。

H28年度の対象年齢拡大実施の結
果より、総合判定の比率が「異常な
し」：「要指導」：「要医療」＝3：5：2で
あったことから、医療費の増加抑制に
は若年の健康意識の向上と生活改
善が急務である。

健康かるてシステムのデータを活用
し受診状況や検査結果について分析
し、市民に健康課題を提示するととも
に、個別の受診勧奨、追跡調査を実
施する。

自身の健康状態を正しく判断できれ
ば、生活改善による予防を実践し、健
康寿命の延伸に繋がる。健（検）にて
異常の早期発見することは適切な医
療機関受診により生活習慣病の発生
および慢性化・重症化を防ぐことがで
きることから、生涯にわたっての医療
費の増加抑制に繋がる。

評
価

A A A A A
健康みずほ２１（瑞穂市第2次健康増
進計画）および瑞穂市第2次総合計
画に従って実施している。

受診率：H27＝6.7％　H28＝8.7％
保健指導者数：H27=68人　H28＝92
人
受診者数、受診率、保健指導者数と
もに増加しており、健康意識向上およ
び生活習慣病予防を推進している。

総合判定の比率
H27　「異常なし」：「要指導」：「要医
療」＝2：5：3
H28　「異常なし」：「要指導」：「要医
療」＝3：5：2
異常者が多く検診体制の拡充は急務
である。

H28年度受診者の内、要指導判定者
567人の検査項目別判定により178人
を保健指導勧奨強度の者として振り
分け、この内の51.7％に集団健康教
育または個別保健指導を実施した。

若年健診について、2年連続受診者
は223人で、割合は64.8%であった。特
定健診受診率引き上げのためのにも
経年受診者を増加させる必要があ
る。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 健康意識を高めるとともに、経年受診者を増加させる工夫が必要で
ある。

27
実
績

健（検）診事業
決
算

54,744
千
円

6,450 2,505 45,789

目標の設定

28
計
画

健（検）診事業
決

算

見

込

55,993
千
円

3,595 2,000 50,398 若年層健康診査（goodライフ健診）受診率10％

3,595 2,00029
計
画

健（検）診事業
概
算

58,133
千
円

52,538 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

健（検）診事業
概
算

58,133
千
円

3,595 2,000 52,538
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162,155

162,155

30
計
画

個別予防接種
概
算

162,155
千
円

29
計
画

個別予防接種
概
算

162,155
千
円

150,939 予防接種率の向上（感染症予防）及び健康被害・接種過誤の防止。

149,273

目標の設定

28
計
画

個別予防接種
決

算

見

込

150,939
千
円

一財
予防接種の種類が増加し、移行に伴う準備・周知期間も非常に短い場合が多
い。複雑化する接種スケジュールは、保護者は元より医療機関においても確
認事項が多様となっている。保護者、医療機関、行政三者の益々の細心の注
意が必要である。27

実
績

個別予防接種
決
算

149,273
千
円

市外のかかりつけ医療機関で、予防接種
を受けることができるようになり、接種率の
向上に伴い感染症予防が促進される。感
染症による患者の発生を無くすため将来
に渡って継続していく必要がある。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

A A A B B
予防接種法及び岐阜県広域化予防
接種事業実施要領・瑞穂市助成事業
実施要綱に基づき実施している。

感染症による患者の発生や死亡者の
大幅な減少が図れ、市民に安心感を
もたらしている。

継続が必要。
国の施策の動向に合わせ実施している。

定期予防接種の対象者が、市外のかかり
つけ医療機関で、予防接種を受けること
ができるようになり、里帰り出産等の理由
で、適した時期を逃したり、定められた間
隔が守れなかったということが軽減されて
いる。高齢者もかかりつけ医院での接種
が可能になり、接種する意識が向上して
いる。

⑤将来性について

説
明

予防接種法及び岐阜県広域化予防
接種事業実施要領・瑞穂市助成事業
実施要綱に基づき実施。

感染症による患者の発生や死亡者の
大幅な減少が図れ、市民に安心感を
もたらす。

感染症による患者の発生を無くすた
め、継続が必要。

定期予防接種の対象者が、市外のかかり
つけ医療機関で、予防接種を受けること
ができるようになり、里帰り出産等の理由
で、適した時期を逃したり、定められた間
隔が守れなかったということが軽減され
る。

市外のかかりつけ医療機関で、予防接種
を受けることができるようになり、接種率の
向上に伴い感染症予防が促進される。感
染症による患者の発生を無くすため将来
に渡って継続していく必要がある。

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
○予防接種法（昭和２３年法律６８号）第５条および第６条に基づく予防接種の実施。
○平成２５年４月１日から子宮頸がん予防・ヒブ・小児用肺炎球菌、平成２６年１０月１日から水痘・高
齢者肺炎球菌、平成２８年１０月１日からB型肝炎が定期接種となった。
（子宮頸がん予防については、国において副作用との因果関係の検討中であるため、現在積極的勧
奨は行っていない。平成２６年度接種数は延べ１２、平成２７年度は０）
○高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌については、Ｂ類疾病と規定され、接種する努力義務はな
い。
○経費については、地方交付税対応　　Ａ類疾病：９割　Ｂ類疾病：３割
○国において、おたふくかぜ・ロタの定期接種化が検討されている。
○平成２５年４月１日から定期予防接種の対象者は、市外のかかりつけ医療機関でも予防接種を受
けることができるようになった。（岐阜県広域化予防接種事業）　平成２５年度延べ６４７件、２６年度８０
２件、２７年度１，５０１件と増加傾向にあり、それに伴う事務量も増えている。

Ｈ２９年度　委託料概算（消費税込み）　159,953千円　　（診療保険点数改正により単価変更ある予定）

　ＢＣＧ　　　　　　　　　4,374千円
　２種混合　　　　　　　2,403千円
　４種混合　　　　　　　24,261千円
　日本脳炎　　　　　 　16,632千円
　ＭＲ　　　　　　　　　  12,701千円
　不活化ポリオ　　　　447千円
　ヒブ　　　　　　　　　  22,168千円
　小児用肺炎球菌　  28,714千円
　水痘　　　　　　　　　 11,583千円
　Ｂ型肝炎　　　　　　　11,920千円　（平成28年10月1日開始）
　インフル（生保）　　　173千円　　  　 （一般）　17,808千円
　高齢者肺炎球菌（生保）　161千円　 （一般）　6,608千円
電算委託料、郵送料等　2,202千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

個別予防接種事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

162,155 千円

主な事業名

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 年度健康推進課
施　策　名

平成 年度

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

162,155 千円
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2,122

2,122 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

妊婦歯科健康診査委託
概
算

2,122
千
円

29
計
画

妊婦歯科健康診査委託
概
算

2,122
千
円

0
受診率：６６％

0

目標の設定

28
計
画

決
算
見
込

千
円

一財 受診の啓蒙のみでなく、健診結果の分析・低出生体重対策等施策へ
の反映が課題

27
実
績

決
算

千
円

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

⑤将来性について

説
明

母子保健法　第8条の２　第10条
健康みずほ２１

母子保健法　第５条
国及び地方公共団体は、母性並びに
乳児及び幼児の健康の保持及び増
進に努めなければならない。

妊娠中は、つわりで歯磨きができな
いことも多くあり、ホルモンバランスの
変化も起こることから口腔内トラブル
が起きやすい時期である。しかし、治
療の一部が困難なこともあり、早期に
齲歯および歯周病予防に努めてもら
うことが望ましい。

妊婦健康診査と合わせて実施するこ
とにより、母性の健康保持を推進し、
出産におけるリスクの早期発見と早
期対応により母体と胎児の健康を守
る。

歯周病を防ぐことで早産・低出生体重
児の出産リスクを低下できる。継続実
施が望ましい。

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細

母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにす
るとともに、母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もっ
て市民保健の向上に寄与することを目的とする。
妊婦歯科健康診査を受診し、自分の口腔内の状況を知り、健康の保持増進を図ることで、今後の安
全・安心な妊娠の継続・出産につなげることを目標とする。

≪妊婦歯科健康診査　委託≫(１)健全歯の状況　(２)　喪失歯の状況　　（3）齲歯の状況　（４）処置
歯の状況　(5)　歯周組織の状況(6)　口腔清掃状況　(7)　その他の所見　(8)　健診結果の説明及び
指導
委託料　2,000千円　　受診券作成　57千円
パンフレット　65千円
妊婦の歯科健診については、これまでパパママくらぶ集団健康教育で実施をしていたが、年4回、平
日の午後に限った実施となっている。受診率は6.7％（Ｈ27）と低く、就労をしている妊婦の参加が難し
いことが一因ではないかと考えられる。よって市内歯科医院に業務委託をし、妊婦の都合の良い日
に受診できる体制をとることで、より多くの妊婦に歯科健診受診の機会を提供する。

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

妊婦歯科健康診査事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

2,122 千円

主な事業名

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 年度 2,122 千円健康推進課
施　策　名

平成 29 年度

事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算
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第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業

日常生活支援サービスの充実

所　　属

地域福祉高齢課
施　策　名

主な事業名

地域包括ケアシステムの構築
千円

Ｈ２９年度事業予算事業全体予算

千円 2,184

実　施　期　間

平成

事業ヒアリングシート

～年度29

評価対象事業名 区　　　　分

年度平成 2,184

高齢者タクシー利用助成 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
75歳以上の独居高齢者又は75歳以上のみの世帯で、運転免許所持者がいない（又は返納した）市
民に対し、申請により、初乗り料金分のチケットを24枚配布する助成を行う。
4月から周知し、10月から施行する。

タクシー助成金（制度・助成額を本巣市並で試算）
需用費：申請書・チケット等の印刷経費　54千円
役務費：郵送経費　30千円
扶助費：2,100千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

市総合事業実施計画、市老人福祉
計画等における、日常生活支援ｻｰﾋﾞ
ｽの充実のための一つの施策として
実施

　交通手段のない高齢者の生活支援
及び高齢者の外出の機会の増加（閉
じこもり防止）に有効であると考えら
れるため。

　高齢者の生活支援の関係で、買い
物や医療機関などに行くことができな
い高齢者が今後とも増加すると考え
られる。

　全国各地の自治体でも障がい者に
対する助成とともに、外出困難な高
齢者に対する高齢者への助成として
施行するところが増加している。

　外出困難な高齢者の交通手段の確
保、外出機会の拡大に将来的にも実
施が必要な事業である。

評
価

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 ・市内のコミュニティバス等の交通政策などとの整合性又は共存する
ための事由等を検討する必要がある。

27
実
績

決
算

千
円

0

目標の設定

28
計
画

決
算
見
込

千
円

0
高齢者で（自動車等の）外出手段のないかたへの支援策の設置

29
計
画

高齢者タクシーチケット助成事業
概
算

2,184
千
円

2,184 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

高齢者タクシーチケット助成事業
概
算

4,368
千
円

4,368
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第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業

人権施策推進指針の策定、人権講演会の開催

所　　属

地域福祉高齢課
施　策　名

主な事業名

基本的人権を尊重し支え合う意識づくりと担い手づくり
千円

Ｈ２９年度事業予算事業全体予算

千円 2,280

実　施　期　間

平成

事業ヒアリングシート

～年度26

評価対象事業名 区　　　　分

年度平成 2,280

人権施策推進指針の策定、人権講演会の開催 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
人権施策推進指針の策定
人権講演会の開催、人権啓発パンフレット作成

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（以下法という）」に基づき、市の人権施策の充実及び
推進体制の確立を図り、総合的かつ効果的な人権施策を推進する
・人権施策推進指針策定業務委託　2,180千円
・協議会の開催（３回程度）
・人権講演会の開催　23千円
・人権啓発パンフレット作成　77千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

岐阜県人権指針に基づき県内市町
村が一丸となって施策推進に取り組
む計画であり、瑞穂市においても、瑞
穂市人権擁護委員協議会を中心に
協議を実施。アンケート調査結果、指
針（案）についてはＨＰなどで公表し、
パブリックコメントを実施する。

市民一人ひとりの人権意識の高揚と
人権が尊重される社会づくりに資す
る

地方自治法第５条の地方公共団体
の責務を果たす。

県補助（県単補助、１/２、１０万円以
上５０万円以下）を活用し策定。

女性、こども、高齢者、障がい者をは
じめ外国人やインターネットによる人
権侵害など人権に関する問題が複雑
化するなか関係機関の連携による施
策推進により人権尊重のまちづくりに
有効である。

評
価

A A A A A
初年度アンケート調査及び分析、２年
目にアンケート調査に基づき指針策
定と計画的に実施。

人権尊重の視点があらゆる施策に反
映される総合行政に推進に有効。

県内の市がほぼ策定済みであり、庁
内一体的に取り組みを行うためにも
早急に策定が必要。

県補助を活用できた。 基本的人権を尊重し支え合う意識づ
くりと担い手づくりとして、人権尊重の
視点を反映できる。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 県内の市が策定、改訂を行う中、当市においても速やかに指針を策
定し、指針に基づき、庁内一体的に取組みを行う必要がある。
人権に関する新たな課題がクローズアップされる中、それらを市の指
針に如何にして組み入れていくかが課題。27

実
績

人権講演会の開催、パンフレット作成
決
算

90
千
円

86 4

目標の設定

28
計
画

人権施策推進指針アンケート調査（委託費→800千
円、県補助400千円）
人権講演会の開催、パンフレット作成（→100千円、県
委託86千円）

決
算
見
込

900
千
円

486 414
新規策定のため２ヵ年計画。平成２８年度にアンケート調査、平成２９
年度に指針策定、公表。

58629
計
画

人権施策推進指針策定（委託費→2,180千円、県補助
500千円）
人権講演会の開催、パンフレット作成（→100千円、県
委託86千円）

概
算

2,280
千
円

1,694 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

人権講演会の開催、パンフレット作成
概
算

90
千
円

86 4
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第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業所　　属

地域福祉高齢課
施　策　名

主な事業名

千円

Ｈ２９年度事業予算事業全体予算

千円 2,400

実　施　期　間

平成

事業ヒアリングシート

～年度26

評価対象事業名 区　　　　分

年度平成 2,400

老人福祉計画策定事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
老人福祉計画（平成30年～32年度版）を3年ごとに策定（前回は26年度）
平成26年度から老人福祉計画策定・推進委員会を設置し、計画の策定及び進行管理を行う。（現委
員任期平成29年8月）

計画策定（策定委員会と推進委員会）
委員報酬：360千円
役務費：20千円
需用費：20千円
計画策定委託料：2,000千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

　老人福祉法の規定により策定する
計画で、介護保険計画との整合を図
りつつ行うもの。3年ごとの策定を行
う。
　策定委員会にて決定。
　最終は計画書を作成等により公
表。

　老人福祉の施策（計画）を明らかに
するために必要（目標の設定）

　平成30年度から平成32年度までの
目標を委員会で協議し、3月末までに
計画を策定する。法的に実施するも
の。

　介護保険計画のニーズ調査と同時
に、老人福祉計画のニーズ調査を実
施し、市民にも負担の少ないように、
効率的に行う。
　また、計画の進捗状況を委員会に
て把握・確認等していく。

　老人福祉施策の方向性を示すこと
ができる。

評
価

A A A A A
３年に一度計画策定し、計画策定後
の２年間は、定期的に委員会を開催
し進捗管理を実施。

老人福祉施策に関し総合的に施策を
展開し、進捗管理を行っている。

時期計画期間（平成３０年～３２年）
の計画策定のため平成２９年度の実
施は必須である。

介護保険計画のニーズ調査を利用し
コスト縮減を図る。

市の老人福祉施策を体系的に表し、
その方向性を示すことができる。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 ・ニーズ調査（アンケート）の結果を踏まえつつ、市民の意向を計画
に反映させる。
・国の動向を見ながら計画策定を行う。
・老人福祉施策にどう生かすかが課題27

実
績

老人福祉計画策定・推進委員会の開催
決
算

186
千
円

186

目標の設定

28
計
画

老人福祉計画策定・推進委員会の開催

決
算
見
込

284
千
円

284
介護保険制度改革を適切に反映した各種事業を効率的に実施して
いくための計画を平成２９年度中に策定する。

29
計
画

老人福祉計画策定・推進委員会の開催
次期老人福祉計画の策定

概
算

2,400
千
円

2,400 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

老人福祉計画策定・推進委員会の開催
概
算

284
千
円

284
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27,450

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

橋梁下部工・河川工事
概
算

61,000
千
円

33,550

29
計
画

用地買収、移転補償
概
算

30,000
千
円

3,802
平成31年度の事業完了を目標とする。

30,000

20,263

目標の設定

28
計
画

丈量測量、物件移転補償調査

決
算
見
込

3,802
千
円

社会資本整備総合交付金事業として申請予定。

27
実
績

橋梁詳細設計
決
算

20,263
千
円

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財

A
計画どおり実施されている。 多くの朝日大学生の安全な通行が確

保され、交通の円滑化が図られる。
歩道設置により、歩行者・自転車通
行者の安全を確保することができる。

歩行者・自転車通行者の安全の確
保、及び交通の円滑が図られる。

大学病院や周辺の診療所へ通う高
齢者の安全な移動を確保することが
できる。

H２６年度から歩道整備事業として実
施し、H３０年度から２年間の社会資
本整備総合交付金事業として、国の
認可を申請。

歩行者・自転車通行者の安全が確保
されると共に、交通の円滑化が図ら
れる。

柳一色橋やその取付道路で隣接する
朝日大学の学生と通勤車両が輻輳し
危険な状態であるため早期に解消を
図る必要がある。

穂積地区から稲里地区を東西に結ぶ
重要な幹線路線であり、市街化が進
み通勤通学者が多いため、歩道整備
をすることにより、歩行者・自転車通
行者の安全確保及び交通の円滑化
が図られる。

主要地方道北方多度線と都市計画
道路別府祖父江線を結ぶ重要な路
線であり、通勤通学者等が増加する
ことが予測されるため、歩道を整備す
ることにより市民の安心安全が確保
される。

評
価

A A A A

社会資本整備総合交付金事業を活用し穂積地区の（主）北方多度線と稲里地区の市道5-1139号線
を繋ぐ市道4-103号線の歩道整備に伴い、一級河川中川に架かる柳一色橋に有効幅員３ｍの歩道
橋を併設して架設し、歩行者・自転車通行者の安全を確保する。
　橋梁新設工事
　　橋梁下部工事　橋台　N=２基
　　橋梁上部工事　単純中略式鋼床版鈑桁橋　L=３６ｍ
　　取付道路工事（歩道設置）　 Ｌ＝２１０ｍ　Ｗ＝８．５ｍ

◆H２９事業費　30,000千円
○用地費（取付道路土地購入費）　　　　10,000千円
○補償費（工作物・立木移転補償費）　　20,000千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細

千円

主な事業名 自転車歩行者道整備事業

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 31 年度

施　策　名 市内幹線道路・生活道路の整備
平成 26 年度 30,000219,682 千円

社会資本整備総合交付金事業（（仮称）柳一色歩道橋）

事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

都市開発課
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事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

402,282 千円都市開発課
施　策　名 市内幹線道路・生活道路の整備

平成 21 年度 152,000 千円

主な事業名 自転車歩行者道整備事業

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 29 年度

社会資本整備総合交付金事業（（仮称）野田橋歩道橋） 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
社会資本整備総合交付金事業を活用し牛牧地区と野田新田地区を繋ぐ市道３－３号線の歩道整備
に伴い、一級河川五六川に架かる野田橋に有効幅員３ｍの歩道橋を併設して架設し、歩行者・自転
車通行者の安全を確保する。
　橋梁新設工事
　　橋梁上部工事　３径間連続非合成鈑桁橋　L=７８．３ｍ　Ｗ＝３．０ｍ
　　橋梁下部工事　橋台　N=２基　　橋脚　Ｎ＝２基
　　取付道路工事（歩道設置）　Ｌ＝１５０ｍ

◆H２９事業費　152,000千円
○工事費（橋梁上部工・取付道路工事費）　　　　 149,000千円
○委託料（橋梁上部工・取付道路現場監理委託）　　3,000千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

Ｈ２１年度から歩道整備事業として実
施し、Ｈ２８年度から２年間の社会資
本整備総合交付金事業として実施。

歩行者・自転車通行者の安全が確保
されると共に、交通の円滑化が図ら
れる。

穂積中学校の生徒・穂積駅への通勤
通学者と車が輻輳し危険な状態であ
るため、早期に解消を図る必要性が
ある。

牛牧地区から穂積地区を東西に結ぶ
重要な幹線路線であり、市街地化が
進み通勤通学者が多いため歩道整
備をすることにより、安全の確保及び
交通の円滑化が図られる。

県道美江寺西結線から北方多度線
を結ぶ路線であり、駅へのアクセス道
路であるため、通勤通学者等が増加
することが予測されることから、歩道
を整備することにより市民の安心安
全が確保される。

評
価

A A A A A
社会資本整備総合交付金事業に
従って実施されている。

穂積中学校、穂積駅への通勤通学
者の安全が確保され交通の円滑化
が図られる。

歩道設置により、歩行者・自転車通
行者の安全を確保することができる。

歩行者・自転車通行者の安全の確
保、及び交通の円滑が図られる。

駅へのアクセス道路であることから、
歩車道分離することで、歩行者の安
全が確保される。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 橋梁上部工事と前後の取付道路工事をつつがなく施工し、早期の完
成を目指す。
今後は穂積中学校までの歩道整備に取り組む。

27
実
績

調査測量、物件移転補償調査等
決
算

1,094
千
円

1,094

目標の設定

28
計
画

用地買収、橋梁下部工事、河川工事、橋梁上部工事
決算
見込 209,964

千
円

80,520 11,700 129,444
平成29年度の事業完了を目標とする。

83,600 60,00029
計
画

橋梁上部工・取付道路工事
概
算

152,000
千
円

8,400 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

概
算

千
円

0
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18,000

18,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

施行延長　L=100m　W=10.75～14,00m
概
算

40,000
千
円

22,000

29
計
画

施行延長　L=100m　W=10.75～14,00m
概
算

40,000
千
円

14,300 19,000 34,800
平成30年度の事業完了を目標とする。

22,000

1,602

目標の設定

28
計
画

施行延長　L=351m　W=10.75～14,00m
決算
見込 68,100

千
円

一財 国の予算配分が見込みより少ない。

27
実
績

施行延長　L=172m　W=14,00m
決
算

23,542
千
円

5,940 16,000

地域間交通や主要道路とのアクセス
が強化され、また災害時などの緊急
輸送道路として利用できることによ
り、安心安全なまちづくりに繋がる。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他

評
価

A A A A A
社会資本整備総合交付金事業に
従って実施されている。

地域の生活道路に接続し、地域間交
流が活発化し、歩道整備により、歩行
者・自転車通行者が安心して通行で
きるようになった。

交付金事業により実施している。 幹線道路へのアクセスが容易となると伴
に、周辺道路も順次整備されていることか
ら、人や物流の移動時間が短縮され、ま
た、歩道整備により歩行者等の安全が確
保され、交通の円滑化が図られている。

⑤将来性について

説
明

H２６年度から社会資本整備総合交
付金事業として、国の認可を申請。

環状道路整備により交通の円滑化と
アクセス強化が図られる。
歩道整備により、歩行者・自転車通
行者の安全が図られる。

計画通り実施するものであり、Ｈ２９
年度の国補助事業（交付金事業）で
ある。

国・県道とのアクセスが強化され、交
通の円滑化と利便性が向上する。

環状道路が整備されることにより、市
西部の交通機能の強化が図られ均
衡ある市の発展に繋がるものであ
る。また、歩行者・自転車通行者の利
便性、安全性が図られ、また、住環境
の向上が図られる。

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
社会資本整備総合交付金事業を活用し市の骨格を形成する重要な環状道路を整備するもので、一
般県道曽井中島美江寺大垣線交差点から国道２１号を横屋交差点までを結ぶ道路整備事業であ
る。
当該道路は、近年交通量が増加し市街化が進んでいるものの、歩道が整備されていないことから、
交通弱者の安全を確保し、併せて主要幹線道路へのアクセス強化を図る。

事業区間　　瑞穂市古橋・中宮地内～安八町境　Ｌ＝４００ｍ　Ｗ＝１０．７５～１４．０ｍ

◆H２９事業費　40,000千円
○工事費（道路拡幅・歩道整備工事）　　40,000千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

社会資本整備総合交付金事業（西部環状道路） 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

40,000 千円

主な事業名 自転車歩行者道整備事業

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 30 年度 293,000 千円都市開発課
施　策　名 市内幹線道路・生活道路の整備

平成 26 年度

事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算
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事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

2,950 千円商工農政課
施　策　名 地域資源のブランド創出・魅力向上

平成 28 年度 2,950 千円

主な事業名 （仮）地域ブランド戦略推進事業

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 年度

美江寺宿 ・ 中山道の地域資源の活用 ・ ＰＲ事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
岐阜の宝ものとして認定されている中山道（美江寺宿・小簾紅園）の魅力おこしと積極的な活用（美
江寺宿場まつりや和宮例祭などのイベント）を推進するとともに、周辺の史跡や旧跡なども含めた中
山道の魅力とまちの活性化に向けたグランドデザインを策定する。また、一層の知名度・認知度の向
上を図り、魅力ある観光地域づくりのために、特色のある歩道や散策路などのハード整備も視野に
入れて実施に向けた検討を行う。

中山道ＰＲのための案内看板の新設・更新
　中山道統一デザイン案内標識（標準型）設置
　　工事費　　600千円
地域資源活性化補助金
　美江寺宿場まつり補助金　　2,000千円
知名度・認知度に関してのアンケート調査費　等　　350千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

地域資源である中山道の知名度・認
知度の向上を図るため、現状を把握
した中での総合的な計画を策定し、
方向性を明確化する。

市の地域資源を対外的に周知してい
くことは、市の活性化につながるもの
であり、当事業への取組は必要であ
る。

まち・ひと・しごと創生総合戦略に基
づく交流・にぎわいを生み出す事業と
して必要である。

県内にある中山道１７宿との連携をと
る中で、市内にある地域資源をＰＲす
ることができる。

魅力ある観光地域づくりをもって観光
客誘致を図ることは、市の活性化に
つながる。

評
価

B A A C B
H28年度に中山道整備事業調査設計業務
委託を発注し、市内の中山道沿線の施設
や観光資源等の状況把握を行うとともに、
中山道の魅力とまちの活性化を向上させ
るための整備計画を策定中。

地域資源である美江寺宿についての
認知度は、美江寺宿場まつりのアン
ケート結果によると昨年度に比べて
アップしている。

毎年、５月第３日曜日は美江寺宿場
まつりが行われることが決まってお
り、今年も盛大に実施された。
案内看板については設置場所を検討
中。

昨年度に比べて参加人数が減少して
いるため、今後はいきいきウォーキン
グなどの地域活動のコースに取り込
むなどで知名度の向上を図る予定。

地域資源（美江寺宿・中山道）の認知
度をあげるためにも、美江寺宿場ま
つりの活性化だけではなく、計画的な
ハード整備も含めての検討が必要で
ある。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 地域資源の周知を図ったうえでの施策が必要となる。また、ハード整
備を行う場合には多額の費用が発生するため、内容の精査を行うと
ともに特色のある整備が必要である。

27
実
績

美江寺宿 ・ 中山道の地域資源の活用 ・ ＰＲ事業
決
算

5,961
千
円

5,700 261

目標の設定

28
計
画

美江寺宿 ・ 中山道の地域資源の活用 ・ ＰＲ事業

決
算
見
込

6,450
千
円

6,450
美江寺宿・中山道の認知度の向上（H27　60％）
H28　 　65%
H29　 　70%
H30 　　75%

29
計
画

美江寺宿 ・ 中山道の地域資源の活用 ・ ＰＲ事業
概
算

2,950
千
円

2,950 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

美江寺宿 ・ 中山道の地域資源の活用 ・ ＰＲ事業
概
算

2,950
千
円

2,950
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30
計
画

管路拡張・改良工事
概
算

167,000
千
円

29
計
画

管路拡張・改良工事
概
算

167,000
千
円

143,031
基幹・幹線管路改良と併せて総事業費を把握し、今後の事業運営の
基礎とする。

15,000 152,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

有収率悪化の原因を調査し、改善に努めていただきたい。
石綿セメント管の早期解消に向け、対処していただきたい。
水道全体に対する長期的視野での計画に基づく財政運営をされた
い。

15,000 152,000

計
画

拡張工事　Ｌ＝  1,540ｍ、消火栓　新設16基
改良工事　Ｌ＝  1,760ｍ、消火栓　改良13基

決
算
見
込

157,396
千
円

14,365

評
価

C A B A A
アセットマネジメント及び経営戦略を
策定し、今後１０年間の水道施設の
維持管理方針を策定する。

断水することなく、安全な水道水を安
定して供給できた。

ほぼ予定どおりに行うことができた。 道路工事担当課と連絡及び調整を行
い、道路工事に合わせて配水管工事
を行うことができた。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 石綿セメント管の取り替え。
配水管の拡張、改良工事や自費工事などに加え、耐震化工事を行う
ため、計画的に事業を進める必要がある。

27
実
績

拡張工事　Ｌ＝1,244.6ｍ、消火栓　新設7基、改良8基
改良工事　Ｌ＝1,319.6ｍ、消火栓　新設4基、改良11基

決
算

148,888
千
円

16,160 132,728

目標の設定

28

上水道課
施　策　名 水道水の安定供給

平成 年度

⑤将来性について

説
明

瑞穂市水道ビジョン、その他管路耐
震化計画及び小口径管改良計画が
ある。

災害時においても十分機能する耐震
管を整備し、安全な水道水を安定し
て供給する。

既に法定耐用年数を経過する施設も
あり、更新及び適正な維持管理を行
う。

道路工事担当課と連絡及び調整を行
い、道路工事に合わせて配水管工事
を行う。

水道事業の健全な経営が行える。

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
上水道施設は、市民生活や経済活動において欠くことができない重要なライフラインであり、今後も
人口増加や生活水準の向上等により水需要は増加することが予想されるので、安全でおいしい水を
安定的に給水できるよう、施設の拡充整備や適正な管理を行う。
　　　（時期）　　　 （配水管延長）　　（更新済延長）　 （耐震化率）
　Ｈ２７末現在　　３０９，０２８．３ｍ　　５，２１９．９ｍ　　 １．６９％
　Ｈ３１末目標値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．４０％
　Ｈ３６末目標値　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２．８０％

　　（事業）　　　　　　　（金額）　　　　　　　（施工場所）　　　　（施工延長）
一般拡張工事　　　　　　68,000千円　道路整備、負担金工事申請　Ｌ＝1,500ｍ
消火栓新設　　　　　　 　7,000千円　総務課（自治会要望）　　　Ｎ＝16基
一般改良工事　　　　　　74,000千円　道路整備、老朽管改良等　　Ｌ＝1,700ｍ
消火栓接続替え　　　　　 8,000千円　総務課（自治会要望）　　　Ｎ＝21基
下水道支障移転工事　　　　　 0千円
配水管設計業務委託　　　10,000千円　橋梁添架等

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

水道事業の健全な経営が行うことが
できた。

事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

管路拡張・改良工事 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

167,000 千円

主な事業名 上水道拡充整備事業

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 年度 千円
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30
計
画

幹線管路の更新工事
概
算

151,000
千
円

29
計
画

基幹管路改良工事　φ３００　　　　  Ｌ＝　１６０ｍ
幹線管路改良工事　φ１５０　　　　　Ｌ＝　６００ｍ

概
算

110,000
千
円

119,513
基幹管路改良については平成３７年度の完成、幹線管路改良につい
ては平成５９年度の完了を目指す。

110,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

進捗状況を示していただきたい。

151,000

計
画

幹線管路改良工事　φ１５０　　　　　Ｌ＝　６１５ｍ

決
算
見
込

119,513
千
円

評
価

A A B A A
基幹・幹線管路網更新計画を策定
し、それに基づき平成２５年度より着
手し、耐震化を重点的に実施できて
いる。

管路の重要度・経過年数を考慮し、
災害時においても十分機能する基
幹・幹線管路が順次形成される。

早急に実施するべきであるが、計画
的に施工するには予算等鑑み、年月
をかける必要がある。

基幹・幹線管路網の計画の中から、
優先順位をつけ効率的、効果的に実
施している。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 管種（ＮＳ→ＧＸ、配水ポリエチレン、ＳＵＳ）等の使い分け。
この事業以外で将来の水需要に対する口径の見直し。
水源地内の管路の耐震化。

27
実
績

基幹管路改良工事　φ２００　　　　  Ｌ＝　５８９．８ｍ
幹線管路改良工事　φ１５０　　　　　Ｌ＝　２６７．５ｍ

決
算

113,996
千
円

113,996

目標の設定

28

上水道課
施　策　名 上水道基幹・幹線管路網更新整備

平成 25 年度

⑤将来性について

説
明

平成２４年度に基幹・幹線管路網更
新計画を策定し、平成２５年度以降３
５年かけて基幹・幹線管路を整備す
る。

将来の水需要の変動及び既設管路
の重要度・経過年数・事故歴等を考
慮し、災害時においても十分機能す
る基幹・幹線管路網を形成する。

いつ起きてもおかしくないとされる大
地震に備え、多額の事業費を必要と
し長期に渡る事業のため早急に実施
する必要がある。

基幹・幹線管路網に位置付けられた
中から、既設管の有無・管種・口径・
耐用年数を考慮し、優先順位をつけ
実施計画を作成した。

本事業で３５年間をかけて、約７４ｋｍ
の基幹・幹線管路網を整備すること
により、既設管路総延長約３００ｋｍ
の約２５％にあたる管路の耐震化率
の向上に寄与できる。

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
大規模地震の発生が危惧されている中で、市民生活の基盤となるライフライン（上水道）を確保する
ことが重要視され、配水管の重要度や緊急度を踏まえ、基幹・幹線管路を設定し、年次別実施計画
にて管路網の耐震化を図る。
　　　　　　　（概算延長）　（H27末現在更新済延長）　（H27末現在耐震化率）
・基幹管路　１４，０９９ｍ　　　　　２，８８０．０ｍ　　　　　　　　　２０．４３％
・幹線管路　６１，９１６ｍ　　　　　１，３３５．９ｍ　　　　　　　　　　２．１６％

　　　（事業）　　　　　　　　　（金額）　　　　　　　　　　（施工場所）　　　　　　　　（施工延長）
基幹管路改良工事　　　46,000千円　　別府水源地　～　古橋水源地　　φ300　Ｌ＝160ｍ
幹線管路改良工事　　　64,000千円　　別府十九条地内　　　　　　　　　　φ150　Ｌ＝600ｍ

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について

いつ発生するかわからない震災等に
備え、将来を見据えて着実に耐震化
を進めている。

事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

幹線管路の更新工事 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

110,000 千円

主な事業名 上水道基幹・幹線管路網更新整備

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 59 年度 5,444,067 千円
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施 策 名 汚水処理施設の整備

主な事業名 公共下水道事業【重】
～

瑞穂市公共下水道（瑞穂処理区）事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業

評価対象事業名 区　　　　分

継続事業

第２次総合計画「実施計画」に記載された事業 実　施　期　間 全体事業予算 Ｈ２９年度事業予算

下水道課 平成 26 年度

50,000

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

下水道管布設工事
下水道管詳細設計業務委託

概
算

1,000,000
千
円

450,000 500,000

千
円

80,000 79,000 8,400

0
Ｈ２９年度　下水道法及び都市計画法事業認可申請（第１期）
Ｈ２９年度　下水道管にかかる地質調査及び詳細設計
Ｈ３０年度　下水道管工事

29
計
画

下水道管に係る地質調査業務委託
下水道管詳細設計業務委託

概
算

167,400

17,158

目標の設定

28
計
画

決
算
見
込

0
千
円

・下水処理場用地の確保
・早期整備が必要な地域への対応

27
実
績

下水道法及び都市計画法事業認可図書作成業務委
託
（平成２６年度明許繰越）

決
算

17,158
千
円

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財

　汚水処理施設に係る維持管理の
費用対効果、公共用水域の水質保
全及び各施設の公平性から、市街
地には公共下水道は最低限必要な
施設である。

A A

　都市計画決定に当り、パブリッ
クコメント、都市計画公聴会や法
定縦覧などを行い意見募集、情報
公開を行い、岐阜県知事の協議を
経て事業を進めた。

　法定事項、水環境、汚水処理施
設の効率性、浸水防除などから、
市街地には公共下水道整備必要で
ある。

　宅地開発事業の増加、市内集中浄化
槽団地の施設老朽化に伴い、下水道整
備の早期着手が必要である。それによ
り、公共用水域の水質汚濁の防止と事
業の財政負担の軽減を図ることができ
る。

　市街化区域すべてを浄化槽で整
備した場合、長期的財政負担、水
質、効率性、公平性、物理的条件
などから課題が多く、現在の計画
が合理的である。

　公共下水道の事業効果を早期に
発揮させるためには、排水設備の
接続が不可欠であり、合併処理浄
化槽の普及を考慮した下水道管整
備計画を策定し事業を進める。

評
価

A A A

⑤将来性について

説
明

　瑞穂市上下水道事業審議会に「今後
の汚水処理施設整備のあり方」を諮問
し、当審議会の答申に基づき、瑞穂市
下水道基本構想及び公共下水道全体計
画を策定し、市民向けの「公共下水道
等現状説明会」を開催し事業を進めて
いる。また、平成２７年４月に都市計
画決定を行った。

　都市計画法第１１条、１３条の
規定に基づき事業を進めている。
　岐阜都市マスタープランや流域
別下水道整備総合計画といった上
位計画との整合を図っている。

　公共用水域の水質汚濁や新築住
宅の建築増加に伴い、公共下水道
整備が急務となっている。

　国土交通省、農林水産省及び環
境省による「効率的な汚水処理施
設整備のための都道府県構想マ
ニュアル」に基づき、公共下水道
が効率的である区域を計画区域と
している。

年度

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について

Ｈ２９年度事業詳細

瑞穂市公共下水道（瑞穂処理区）
　全体計画面積　１，２７１ha
　（市街化区域１，１５１ha、市街化調整区域５２ha、準都市計画区域６８ha）
　整備完了予定年次　当初事業認可から５０年
　　　　　　　　　　（合併処理浄化槽の普及を考慮して３０年を５０年に変更した。）
　計画人口　４６，７００人
　計画汚水量　１９，５８０ｍ3／日最大
　処理方式　凝集剤添加型高度処理オキシデーションディッチ法
　全体事業費　３２，２４４百万円（第１期事業費６，３０９百万円）

平成２９年度
　・下水道管にかかる地質調査業務委託 ･･･ 32,400千円
　・下水道管詳細設計業務委託  ･････････ 135,000千円
平成３０年度～
　・下水道管整備
　・下水処理場整備

④合理性（効率性）について

事業ヒアリングシート
所　　属

事業全体概要

32,244,000 千円 167,400 千円平成 78
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事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

382,696 千円教育総務課
施　策　名 学校施設の長寿命化

平成 28 年度 366,126 千円

主な事業名 学校施設大規模改修事業

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 29 年度

本田小学校大規模改修事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
　市内７小学校の老朽化（長寿命化）対策として、平成２４年度に策定した小中学校等施設管理計画
に基づき、校舎、体育館、プール等を常に安全で快適な施設として整備を図る。

財源　学校施設環境改善交付金（国）　 １/３

平成２７年度　本田小学校ベランダ上裏等補修工事　　8,902千円
平成２８年度　本田小学校大規模改修工事設計　　7,668千円
                  本田小学校大規模改修工事　　361,503千円
　　　　　　　　　本田小学校大規模改修工事監理　　4,623千円
　　　　　　　　　※工事及び工事監理の予算は平成２９年度へ繰り越します。
竣工年：校舎昭和４５年（築４６年）、体育館昭和６１年（築３０年）
工事概要：屋根・外壁・内装・給水・電気

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

・施設管理計画策定（Ｈ２４）
・施設管理計画見直し（毎年）
・教育委員会、議会説明
・予算要望

老朽化に伴う園舎等の長寿命化が図
れる。

国の施設補助の動向を踏まえ、施設
管理計画全体の中で実施年度を検
討する。

施設管理計画を見直し、改修時期を
箇所付けすることにより、緊急的な施
設対応がなくなる。

施設管理計画により改修時期を箇所
付けすることにより、緊急的な施設対
応でなく予防的な施設改修ができる。

評
価

A A A A A
施設管理計画に基づき大規模改修
の計画を進めることができた。

施設管理計画に基づく大規模改修の
設計ができ、改修時期の箇所付けが
でき、長寿命化を図る方向付けがで
きた。

Ｈ２９年度の「前倒し事業」として、Ｈ２
８年度の国の補正予算において、早
期に実施ができるよう財源の確保が
できた。

施設管理計画に基づく大規模改修の
設計ができ、改修時期の箇所付けが
できた。

施設管理計画に基づき大規模改修
の計画を進めることができた。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 ・学校施設環境改善交付金（国）の補助金確保

※ 施設全体の防水　受水槽設置による樹木伐採27
実
績

本田小学校ベランダ上裏等補修工事
決
算

8,902
千
円

8,902

目標の設定
決
算
見
込

373,794
千
円

121,706 243,400 8,688
施設管理計画を毎年見直し、安全で快適な施設整備を行なう。

監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）
概
算

千
円

2
8
・
2
9

本田小学校大規模改修工事設計
本田小学校大規模改修工事
本田小学校大規模改修工事監理

計
画

30
計
画

概
算

千
円

0

平成28年度予算のうち、366,126千円は、

財源も含めて平成29年度へ繰越予定。

平成28年度からの

繰越予定金額
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事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

280,221 千円教育総務課
施　策　名 安全・安心で快適な教育環境の整備

平成 25 年度 278,478 千円

主な事業名 南小学校トイレ改修事業

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 29 年度

南小学校大規模改修事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
市内７小学校の老朽化（長寿命化）対策として、平成２４年度に策定した小中学校等施設管理計画
に基づき、校舎、体育館、プール等を常に安全で快適な施設として整備を図る。

財源　学校施設環境改善交付金（国）　 １/３

平成２８年度　南小学校大規模改修工事　　275,270千円
　　　　　　　　　南小学校大規模改修工事監理　　3,208千円
　　　　　　　　　※工事及び工事監理の予算は平成２９年度へ繰り越します。
経　緯　Ｈ２５　西・南小学校大規模改修設計
　　　　　※施設管理計画の見直しにより施工時期を後年へ変更
竣工年：北舎昭和４９年（築４２年）、東舎昭和５４年（築３７年）、配膳室等平成８年（築２０年）
工事概要：屋根・外壁・内装・給水・電気・トイレ

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

・施設管理計画策定（Ｈ２４）
・施設管理計画見直し（毎年）
・教育委員会、議会説明
・予算要望

老朽化に伴う校舎等の長寿命化が図
れる。

国の施設補助の動向を踏まえ、施設
管理計画全体の中で実施年度を検
討する。

施設管理計画を見直し、改修時期を
箇所付けすることにより、緊急的な施
設対応がなくなる。

施設管理計画により改修時期を箇所
付けすることにより、緊急的な施設対
応でなく予防的な施設改修ができる。

評
価

A A B A A
国の施策等を顧慮した柔軟な施設管
理計画の見直しができた。

施設管理計画の目的である安全で快
適な施設計画ができた。

改修時期が施設管理計画の見直し
により先送りとなったが、Ｈ２８年度の
国の補正予算において、早期に実施
ができるよう財源の確保ができた。

施設管理計画の見直しにより、改修
時期の箇所付けができた。

施設管理計画に基づき大規模改修
の計画を進めることができた。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 ・学校施設環境改善交付金（国）の補助金確保

※ 昇降口が手狭　児童数の増加による教室不足25
実
績

南小学校大規模改修設計
決
算

1,743
千
円

1,743

目標の設定
決
算
見
込

278,478
千
円

92,673 185,300 505
施設管理計画を毎年見直し、安全で快適な施設整備を行なう。

0 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）
概
算

千
円

2
8
・
2
9

南小学校大規模改修工事
南小学校大規模改修工事監理

計
画

30
計
画

概
算

千
円

0

平成28年度予算は、全額、

財源も含めて平成29年度へ繰越予定。

平成28年度からの

繰越予定金額
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事業ヒアリングシート
所　　属 第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業 実　施　期　間 事業全体予算 Ｈ２９年度事業予算

532,879 千円学校教育課
施　策　名 グローバル化対応教育

平成 27 年度 103,000 千円

主な事業名  ＩＣＴ教育推進事業

評価対象事業名 区　　　　分

～ 平成 37 年度

 ＩＣＴ教育推進事業 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
瑞穂市の児童生徒一人一人に、確かな学力をつけることは、児童生徒のみならず、保護者にとっても願いであ
る。｢生きる力｣を身に付けるために、ＩＣＴ機器を活用した情報活用能力の育成も求められている。瑞穂市におい
ても、整備がとても遅れているＩＣＴ機器の整備を行い、その有効性を検証し、長期的な展望のもと、ＩＣＴ機器の指
導力向上と、児童生徒の有効的な活用力を身に付ける教育を進めていく。
　Ｈ２８年度　実践発表及び公表会等でのICT機器活用の検証
　Ｈ２９年度　各中学校への電子黒板導入
　Ｈ３０年度　小学校へのＩＣＴ機器導入

①３中学校でプロジェクター（デジタル教科書等）を活用した授業の実践
②ＩＣＴ機器の活用について、成果の交流　　③市教科研、公表会等で実践　④今年度の成果と課題
の確認
【電子黒板機能付液晶プロジェクター】
　１学級（電子黒板機能付液晶プロジェクター＋パソコン＋書画カメラ）
       ・市内中学校学級数（52学級）・・59,000千円　  ・市内中学校特別教室数（36教室分）・・41,000
千円
【デジタル教科書】　　　 ・中学校デジタル教科書（３学年、３校分）・・1,000千円
【タブレットレンタル料】　・３中学校・・1,000千円　　・穂積小・巣南中特別支援学級・・1,000千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

市内のまずは３中学校の各学級と特別教室にプ
ロジェクターを導入し、授業の中で活用し,成果を
検証する。
・授業活用の実践
・活用の工夫・改善
・公表会等で検証

瑞穂市の児童生徒一人一人に、確かな学力を
つけることは、児童生徒のみならず、保護者に
とっても願いである。｢生きる力｣を身に付けるた
めにＩＣＴ機器を導入し、授業で活用したり、情報
活用能力の育成を目指したりしていくことは、公
益性が高い。

平成２７年度に３中学校にタブレット型情報端末が導入されている
が、児童生徒の人数に対し、不十分である。学校教育の中でＩＣＴ機
器を効果的に活用した授業を進めたり、ＩＣＴ機器を活用して情報活
用能力を育成したりすることが求められている。そのためにも、でき
るだけ早くＩＣＴ機器の導入を進めることは、必須である。平成28年
度、近隣の市町でも電子黒板型プロジェクターが各学級等に導入さ
れ、ＩＣＴ機器を活用した授業が進められている。

より使いやすいＩＣＴ機器を導入し、実際の場で各
学級、教科の教員がＩＣＴ機器を実際に使ってい
くことで、教員は、ＩＣＴ機器を効果的に用いた指
導力の向上を目指すことができ、児童生徒の有
効的な活用力を身に付けることにもつながる。

学校教育で、情報機器を導入し、効果的
に活用して学ぶことは、「分かる」授業の
実現につながり、ＩＣＴ機器を有効的に活
用できる社会人を育成することにつなが
る。

評
価

B C C C C
ＩＣＴ活用推進チームを中心に、実際にタブレット型情報
端末を活用した授業公開が進められているが、使用でき
るＩＣＴ機器が少ない。
平成２８年度、穂積小学校と巣南中学校の特別支援学
級にもタブレット端末が導入され、授業公開が進められ
ている。

教員のＩＣＴ機器活用能力は、実際に使用してこ
そ高くなり、児童生徒の情報活用能力の育成に
向けても効果的がある。ところが、現在のＩＣＴ機
器の人数に対する整備率は、パソコン0.09台、電
子黒板0.06台、書画カメラ0.06台で効果が薄い。

３中学校にタブレット型情報端末が導入されている。中
学校３校の７台ずつのタブレット型情報端末導入のみで
は、数が少なく、活用する機会は広がらない。

３中学校にタブレット型情報端末が導入されているが、
多くの教科や学級で使用するには、少なすぎる。まず、
市内の中学校の各学級に活用しやすいプロジェクターや
デジタル教科書を一斉導入し、活用してこそ、児童生徒
に還元できる。

文部科学省が目標とする平成29年度まで
のＩＣＴ機器の整備目標は、電子黒板が、
学級1台である。しかし、瑞穂市は、0.06台
である。そのため、整備してある分で活用
できる機会は限られている。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 市内３中学校に７台ずつのタブレット型情報端末と各校1台ずつの電
子黒板のみでは、生徒の人数に対し、少ない。文部科学省が目標と
する数値、１学級につき電子黒板１台に対し、瑞穂市は、０．０６台で
ある。

27
実
績

事業計画
決
算

2,700
千
円

2,700

目標の設定

28
計
画

整備及び成果交流

決
算
見
込

1,497
千
円

1,497 市内３中学校に1学級につき、電子黒板に代わるプロジェクター（含
デジタル教科書）1台を整備し、ＩＣＴ機器を効果的に活用した授業を
進め学力向上を推進する。

29
計
画

整備及び成果交流
概
算

103,000
千
円

103,000
監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

整備及び成果交流
概
算

166,441
千
円

166,441
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第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業

瑞穂総合クラブ事業の委託

所　　属

生涯学習課
施　策　名

主な事業名

生涯にわたる学習活動の推進
千円

Ｈ２９年度事業予算事業全体予算

千円 5,360

実　施　期　間

平成

事業ヒアリングシート

～年度28

評価対象事業名 区　　　　分

年度37平成 5,360

瑞穂総合クラブ事業の委託 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細

　瑞穂総合クラブについては、瑞穂市第２次総合計画「実施計画」に記載された事業であ
るが、　現在市内おいて、瑞穂総合クラブとＮＰＯ法人なかよしクラブみずほが行っている
総合型クラブが並立して活動しており、市民にとって分かりにくくなっている。これを解消
し、瑞穂市第２次総合計画「実施計画」の目標を達成させるため、ＮＰＯ法人なかよしクラ
ブみずほに瑞穂総合クラブを事業委託し合理的運営を目指すもの。

　瑞穂総合クラブの運営をNPO法人なかよしクラブみずほに事業委託する初年度とする。
　（委託料）5,360千円
　　・事業経費・・・2,040千円
　　・人件費・・・1,320千円
　　・システム導入費・・・1,500千円
　　・備品購入費・・・500千円
　

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

瑞穂総合クラブについて、平成２９年
度以降、なかよしクラブみずほに事業
委託できるよう計画する。

瑞穂総合クラブを事業委託することによ
り、瑞穂総合クラブとなかよしクラブみず
ほが行っている総合型クラブの並立が解
消される。また、多様で魅力的な講座の
提供ができるようになる。

総合計画に特色ある講座の開設増を
目標指標として位置付けしており、達
成するために早急に事業実施する必
要がある。

講座運営のノウハウがある同法人に
委託することにより、総合クラブ事業
がより充実したものになる。また、生
涯学習課の事務効率も向上する。

瑞穂総合クラブの事業を継続させつ
つ、当該事業にかかる生涯学習課の
運営経費・事務負担軽減等により、
他の生涯学習課事業の推進を図るこ
とができる。

評
価

B B C A A
なかよしクラブみずほに事業委託案
を提示し、協議している。

ＮＰＯ法人なかよしクラブみずほは、市の
指導により設立された総合型地域スポー
ツクラブで、ＮＰＯ法人化されて３年目に入
り、瑞穂総合クラブを事業委託するうえで
講座運営の実績も十分である。

来年度当初から事業委託できるよう
に、なかよしクラブみずほとの調整及
び予算確保が必要である。

市となかよしクラブみずほ相互のノウ
ハウや指導者等を集約することによ
り、多くの魅力ある講座を市民に提供
できる。

総合型地域スポーツクラブの育成も
一層推進できる。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 委託するにあたり、受講者名簿等の個人情報の管理徹底が必要で
ある。

27
実
績

瑞穂総合クラブ事業（市直営）
決
算

2,830
千
円

2,830

目標の設定

28
計
画

瑞穂総合クラブ事業（市直営）

決
算
見
込

3,298
千
円

3,298
Ｈ２８　　　　なかよしクラブみずほに事業委託の提示
Ｈ２９　　　　事業委託開始
Ｈ３０以降　事業委託継続

29
計
画

なかよしクラブみずほに事業委託（初年度）
　※１学期は移行準備期間。２学期より完全移行。

概
算

5,360
千
円

5,360 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

監査から補助金や経費を考慮し、両クラブを合理的に運営するよう
指摘を受け、なかよしクラブみずほと協議を行い、今回の委託に至っ
た。30

計
画

なかよしクラブみずほに事業委託（継続）
概
算

4,100
千
円

4,100
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第２次総合計画 「実施計画」 に記載された事業

生涯学習施設の計画的な改修

所　　属

生涯学習課
施　策　名

主な事業名

生涯学習施設の維持管理・活用
千円

Ｈ２９年度事業予算事業全体予算

千円 198,000

実　施　期　間

平成

事業ヒアリングシート

～年度26

評価対象事業名 区　　　　分

年度30平成 198,000

生涯学習施設の計画的な改修 新規事業 主要施策 懸案事業
企画部長が

指定する事業 継続事業

事業全体概要 Ｈ２９年度事業詳細
生涯学習施設を常に安全で快適な建物として維持管理をすることを目的に必要な修繕、更新及び改
修等を維持管理計画に基づいて行う。
施設の老朽化に伴い、年度途中に様々な修繕等が必要となっているのが現状である。迅速・的確に
対応すると共に、計画的に維持管理を行っていく必要がある。
平成２７年度特殊建築物定期調査業務委託の結果（修繕が必要とされたもの）と施設維持管理計画
での改修時期は同じであった。特に、総合センターのクラック補修が急務である。市民センター・巣南
公民館については、空調メンテナンス・更新を計画に基づいて行うことによって、故障を未然に防ぐこ
とにつながる。

○総合センター
・クラック補修、カーテンウォール等修繕　　100,000千円
○市民センター
・エアハンドリングユニット等更新　　60,000千円
○巣南公民館
・エアハンドリングユニット等更新　　38,000千円

評
価
項
目

①計画性について ②公益性について ③事業時期（緊急性）について ④合理性（効率性）について ⑤将来性について

説
明

①生涯学習施設維持管理計画
②全協等で承認
③担当者が素案作成→課内調整→
教育委員会に諮問→文教厚生委員
会に諮問→全協に諮問
④教育委員会で承認、全協で承認

計画に基づき整備することにより、施
設利用者に利便性及び安全性の向
上をもたらす。

計画的に実施していくことが重要であ
る。また、現時点で利便性を欠くもの、
安全性が欠くものについては早急に
事業を行う必要がある。

緊急性の高い物から早期に位置づ
け、それに基づき整備することにより、
施設利用者が快適・安全に施設を利
用できる。また維持管理費の削減が
望める。

常に安全で快適な建物として維持管
理を計画的に整備することにより、利
用率の向上やサービスの充実につな
げる

評
価

D B C C B
維持管理計画通りに事業が進んでいない。特
に、生涯学習施設は、利用する市民に安全・安
心を提供し快適に利用できる環境を整える必要
がある。その為にも計画に基づいて事業を行い
たい。

市民が利用する施設において、安心・安全に利用できる
よう計画的に整備を行っていくことは公益性が高い。
近隣の他市町の施設に比べ、市民センター・巣南公民館
は建物自体も古いため、公益性を大切にする意味でも快
適に使用できる環境を提供することが大切である。

総合センターの外壁は、地震等でタイルが落下すること
で、通行人に危害を及ぼす恐れがある。
市民センター・巣南公民館で空調設備の不具合が今年
度もあった。維持管理計画に基づき改修を行い年度途中
の故障を最小限にすることが必要。

施設利用者の立場や施設利用の安
全面を優先し緊急性の高い物の整備
計画が進められ、施設利用者に快
適・安全に施設を利用してもらうことが
できていない。

市全体の施設の維持管理との調整を図り優先順
位を確認し生涯学習関係施設維持管理計画を
作成しているが、突発的な対応を取らなければ
ならない事もあり、毎年計画の見直しを行う。

年
度

事　業　内　容 事業費
財源内訳（千円） 課題、懸案、その他意見等

国・県 市債 基金 その他 一財 施設の老朽化に伴い計画的に改修を進めていく必要がある。２７年度特殊建築物定期調
査をした結果、市民センターのシート防水。総合センターの外壁補修等は緊急性を要す
る。
市民センター、巣南公民館、総合センターの空調メンテナンス・更新を計画に基づいて
行っていないことで、年度途中の故障が多い。27

実
績

生涯学習課施設維持管理計画のとおり
決
算

5,448
千
円

5,448

目標の設定

28
計
画

生涯学習課施設維持管理計画のとおり

決
算
見
込

78,813
千
円

78,813
２６年度から始まった維持管理計画が大きくずれ込んでいる。特に２７
年度特殊建築物定期調査でも強く指摘された部分については早急に
整備していく。

29
計
画

生涯学習課施設維持管理計画のとおり
概
算

198,000
千
円

198,000 監査指摘事項の対応（監査委員監査及び外部監査）

30
計
画

生涯学習課施設維持管理計画のとおり
概
算

219,700
千
円

219,700
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